
宋
代
に
お
け
る
両
税
の
折
納
に
つ
い
て

50 （65’4）

島

居

一

康

【
要
約
】
　
唐
代
両
税
法
と
較
べ
て
現
物
納
付
の
傾
向
が
強
い
宋
代
両
税
法
の
科
徴
方
法
が
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
成
立
し
た
の
か
、
不
明
な
点
が
多

い
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
唐
代
両
税
法
に
お
け
る
折
納
の
中
心
課
題
が
「
両
税
銭
」
の
絹
畠
に
よ
る
折
納
で
あ
っ
た
事
実
か
ら
出
発
し
、
唐
末
・
五
代
を
経

て
宋
初
に
至
る
ま
で
の
時
期
に
お
け
る
両
税
科
徴
方
法
の
変
容
の
過
程
を
跡
づ
け
る
。
さ
ら
に
、
折
納
制
を
媒
介
に
し
て
、
宋
初
夢
平
三
年
（
一
〇
〇
〇
）

以
降
、
江
南
諸
路
に
お
い
て
「
税
銭
」
額
を
基
準
と
す
る
絹
鳥
の
夏
税
正
税
化
が
図
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
五
代
以
来
の
南
北
の
地
域
差
が
ひ
と
ま
ず
解

消
さ
れ
、
宋
代
署
税
の
科
徴
方
法
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
次
い
で
宋
学
両
税
に
お
け
る
献
納
の
原
則
と
諸
形
態
及
び
折
納
価
格
の
決
定
方
法

な
ど
の
分
析
を
行
い
、
併
せ
て
銭
納
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
六
殴
巻
五
号
　
【
九
八
一
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
宋
代
に
お
け
る
両
税
の
科
徴
は
、
し
ば
し
ば
折
納
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
折
納
と
は
「
本
来
租
税
と
し
て
納
む
る
べ
き
着
る
物
品
（
即
ち
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

色
）
に
代
え
て
、
其
の
価
格
に
相
当
す
る
他
物
を
納
付
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
折
科
（
網
鳥
）
、
折
変
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
租
税
代
納
の
一
形
態
で
あ
る
折
納
は
、
両
税
法
の
施
行
当
初
か
ら
す
で
に
見
ら
れ
る
が
、
租
庸
調
制
の
も
と
で
も
行
わ
れ
て
い
た
し
、
同
じ

両
税
法
体
系
の
も
と
で
、
明
代
の
後
半
、
銀
流
通
の
発
達
を
背
景
に
税
役
蚤
取
方
法
の
改
革
が
図
ら
れ
た
後
に
お
い
て
も
、
頻
繁
に
行
わ
れ
て

い
た
も
の
で
あ
る
。

両
税
法
の
施
行
以
後
、
九
世
紀
前
半
ま
で
の
時
期
に
お
け
る
両
税
の
折
納
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
日
野
開
三
郎
・
松
井
秀
一
・
船
越
泰
次



宋代における両税の折納について（島居）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

氏
ら
の
研
究
に
よ
り
、
物
価
と
の
関
係
や
折
算
価
格
、
そ
の
方
式
な
ど
、
幾
つ
か
の
重
要
な
問
題
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　
し
か
し
稀
代
に
な
る
と
、
　
「
両
税
は
現
物
納
で
あ
る
」
と
の
認
識
が
な
さ
れ
、
ま
た
事
実
、
唐
末
・
五
代
と
比
べ
て
銅
銭
流
通
量
が
飛
躍
的

に
増
大
し
、
か
な
り
の
程
度
に
ま
で
貨
幣
経
済
が
郷
村
に
漫
透
し
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
宋
代
を
通
じ
て
両
税
は
現
物
納
の
性
格
を
色
濃
く
保

ち
続
け
た
。
勿
論
、
部
分
的
に
嘉
納
が
行
わ
れ
た
の
も
事
実
で
あ
る
が
、
銭
納
を
め
ぐ
っ
て
深
刻
な
問
題
を
抱
え
て
い
た
唐
門
両
税
法
か
ら
の

こ
う
し
た
変
化
は
、
い
か
な
る
過
程
を
経
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
う
し
た
変
化
が
、
折
納
制
を
媒
介
と
し
て
進
行
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
当
然
考
え
ら
れ
る
が
、
五
代
・
端
初
に
お
け
る
両
税
科
徴
の
実
態

に
つ
い
て
は
、
史
料
無
音
約
も
あ
っ
て
、
不
明
な
点
が
多
い
。
ま
た
、
五
代
の
分
裂
時
代
に
増
幅
さ
れ
た
か
に
見
え
る
、
税
翻
面
に
お
け
る
南

北
の
地
域
差
も
、
例
え
ば
江
南
各
地
に
お
け
る
賃
下
銭
の
賦
課
が
、
南
宋
に
至
る
ま
で
存
続
し
て
い
た
よ
う
に
、
宋
代
両
税
の
科
徴
方
法
の
整

備
に
当
た
っ
て
、
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
並
並
の
両
税
科
徴
方
法
に
つ
い
て
は
、
主
客
戸
制
や
戸
〆
制
と
の
関
連
も
含

め
て
、
ま
だ
解
明
さ
る
べ
き
問
題
が
多
い
。

　
こ
う
し
た
事
情
を
反
映
し
て
か
、
宋
磁
の
両
税
科
徴
に
お
け
る
折
納
に
関
し
て
は
、
ご
く
簡
略
な
概
括
的
説
明
や
断
片
的
事
例
の
紹
介
が
な

さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
そ
の
評
価
に
際
し
て
は
、
官
府
の
恣
意
や
収
奪
強
化
な
ど
、
し
ば
し
ば
そ
の
否
定
的
な
側
面
が
強

調
さ
れ
る
反
面
、
折
納
を
行
う
理
由
や
目
的
、
及
び
折
納
価
格
の
決
定
方
法
、
銭
納
を
含
む
折
納
方
式
の
諸
形
態
な
ど
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し

も
体
系
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
や

　
本
稿
は
、
九
世
紀
以
降
に
お
け
る
面
輪
制
の
展
開
過
程
を
跡
づ
け
な
が
ら
、
徳
満
に
お
い
て
両
税
の
科
徴
方
法
が
ど
の
よ
う
な
形
で
整
備
さ

れ
た
の
か
、
そ
の
方
式
と
時
期
と
を
確
認
し
、
そ
う
し
て
整
備
さ
れ
た
揚
繭
方
法
の
も
と
で
運
用
さ
れ
る
折
欝
欝
の
原
則
及
び
嘉
納
方
式
の
諸

形
態
の
分
折
を
試
み
、
併
せ
て
銭
納
問
題
の
位
概
づ
け
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

①
　
加
藤
繁
訳
註
『
旧
唐
譲
食
貨
志
・
旧
五
代
史
食
貨
志
』

　
三
。

（
岩
波
文
庫
）
頁
一
九

②
　
日
野
囲
三
郎
「
両
税
法
と
物
価
（
一
）
　
（
二
）
　
（
三
ご
　
（
『
東
洋
史
学
阯
一
二

　
・
一
三
・
一
四
、
一
九
五
五
）
、
松
井
秀
一
「
嚢
塙
の
税
制
改
革
に
つ
い
て
」
（
『
史
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学
雑
誌
』
七
六
－
七
、
　
一
九
六
七
）
、
船
越
泰
次
「
癌
代
両
税
法
に
お
け
る
鱗
斗

　
の
徴
科
と
両
税
銭
の
折
羅
・
折
諸
問
題
一
両
税
法
の
課
税
体
系
に
閲
四
連
し
て
一
」

　
（
『
束
洋
史
研
究
』
三
一
1
・
四
、
一
九
七
三
）
。

③
　
部
分
的
で
は
あ
る
が
宋
代
両
税
の
折
納
に
触
れ
た
も
の
と
し
て
、
東
一
夫
『
王

安
石
新
法
の
研
究
』
第
一
編
第
二
章
第
五
節
「
宋
代
両
税
法
の
銭
納
と
郷
村
の
貨

幣
経
済
」
、
河
上
光
一
『
宋
代
の
経
済
生
活
騒
（
吉
川
弘
文
館
一
九
七
一
）
頁
一
三

一、

{
崎
市
定
「
北
宋
史
概
説
」
　
（
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
一
所
収
）
頁
二
八
こ
な

ど
。

52　（656）

第
開
章
　
唐
末
・
五
代
に
お
け
る
折
納
制
の
展
開

　
足
留
元
年
（
七
八
○
）
の
施
行
当
初
か
ら
、
両
税
の
科
徴
は
「
田
畝
之
税
」
と
し
て
の
斜
斗
と
「
両
税
銭
」
と
の
二
本
立
て
で
行
わ
れ
て
い
た
。

斜
…
斗
は
夏
秋
の
税
苗
と
し
て
田
畝
よ
り
現
物
で
科
徴
さ
れ
た
の
に
対
し
、
両
税
銭
は
戸
の
資
産
に
応
じ
、
戸
等
に
基
づ
い
て
銭
納
さ
せ
る
こ
と

を
原
則
と
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
両
税
銭
と
は
、
両
賢
聖
徴
の
総
額
を
銭
数
で
表
示
し
た
も
の
で
は
な
く
、
両
豊
科
微
総
額
の
う
ち
か
ら
魁
斗

部
分
を
除
い
た
、
銭
座
賦
課
部
分
を
指
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
両
税
科
徴
総
額
の
銭
数
・
銭
納
原
則
を
主
張
す
る
臼
野
開
三
郎
・
松
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

秀
一
両
氏
の
見
解
の
批
判
の
上
に
な
さ
れ
た
、
船
越
泰
次
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
、
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
唐
末
・
五
代
を
経
て
宋
初
に
至
る
時
期
に
お
け
る
両
税
科
微
方
式
の
展
開
過
程
を
跡
づ
け
る
に
当
た
っ
て
、
こ
の
点
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
両
税
法
の
施
行
後
、
問
も
な
く
始
ま
っ
た
絹
吊
に
よ
る
旗
魚
の
拡
大
、
及
び
全
繭
的
な
現
物
納
化
の
議
論
を
背
景
と
し
て
な
さ
れ

た
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
折
納
方
式
の
一
連
の
改
革
は
、
一
貫
し
て
両
税
銭
の
脳
弓
を
そ
の
中
心
課
題
と
し
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
五
代
を

経
て
宋
初
に
最
終
的
な
整
備
を
見
る
に
至
る
ま
で
、
両
税
法
は
、
両
税
銭
の
絹
寝
溜
納
に
見
ら
れ
る
、
魚
苗
と
絹
扇
と
の
対
応
関
係
を
軸
と
し

て
、
そ
の
科
微
方
法
を
変
容
さ
せ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
節
　
唐
末
に
お
け
る
両
親
銭
の
折
納
方
式

　
銭
納
を
原
則
と
す
る
両
税
銭
の
谷
倉
は
、
施
行
後
聞
も
な
く
所
謂
「
貨
軽
銭
荘
」
の
惰
勢
を
も
た
ら
し
、
絹
畠
・
穀
物
等
の
物
価
は
急
落
し

た
。
生
産
物
の
売
却
に
よ
る
以
外
に
見
銭
入
手
の
手
段
を
持
た
な
い
多
く
の
農
民
に
と
っ
て
、
銭
納
の
強
制
は
そ
の
経
営
の
破
壊
に
つ
な
が
り
、

農
村
の
疲
弊
は
深
刻
の
度
を
深
め
た
。



宋代における両税の折納について（島居）

　
九
世
紀
に
入
る
と
、
藩
鎮
に
よ
る
恣
意
的
な
見
質
科
徴
に
歯
止
め
を
か
け
る
と
と
も
に
、
税
印
の
過
重
な
負
担
を
軽
減
し
、
そ
の
再
生
産
を

維
持
さ
せ
る
目
的
を
も
っ
て
、
両
税
銭
額
の
絹
網
・
餅
斗
等
に
よ
る
折
納
の
拡
大
が
、
税
制
改
革
上
の
重
要
課
題
と
な
っ
た
。
以
下
、
先
学
の

研
究
に
依
拠
し
な
が
ら
、
九
世
紀
に
お
け
る
折
夢
心
の
展
開
過
程
を
概
観
し
て
み
た
い
。
な
お
、
両
豊
科
微
の
も
う
一
本
の
柱
で
あ
る
斜
斗
に

つ
い
て
も
、
時
に
折
納
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
税
制
改
革
上
、
重
要
性
を
も
た
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
考
察
の
対
象
と
し
な
い
。

　
ま
ず
、
憲
宗
の
元
和
四
年
（
八
〇
九
）
、
宰
粗
嚢
珀
が
行
っ
た
改
革
で
は
、
両
税
銭
の
一
部
を
見
銭
微
納
部
分
と
し
て
定
額
化
し
、
残
余
を
絹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

吊
等
で
折
納
さ
せ
、
そ
の
際
の
絹
早
旦
の
換
算
価
格
（
折
価
）
は
、
中
央
の
定
め
る
公
定
価
格
に
依
る
こ
と
と
し
た
。

　
次
い
で
元
和
六
年
（
八
一
一
）
、
さ
き
に
定
め
た
見
質
徴
納
部
分
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
折
納
を
拡
大
し
、
そ
の
五
分
の
二
は
見
銭
を
納
め
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
が
、
残
り
五
分
の
三
に
つ
い
て
は
、
　
「
心
算
」
す
な
わ
ち
市
価
に
よ
る
絹
櫓
黒
糖
を
認
め
た
。
従
っ
て
こ
の
段
階
で
は
、
両
税
銭
額
を
絹
吊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
折
呈
す
る
際
、
当
時
一
般
に
「
八
女
」
と
呼
ば
れ
た
中
央
公
定
の
標
準
価
格
（
出
血
・
中
津
と
も
い
う
）
と
、
市
価
（
実
佑
．
実
価
）
と
の
、
二

種
の
折
価
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
て
、
見
銭
微
納
部
分
は
両
税
銭
総
額
中
に
占
め
る
そ
の
比
率
を
次
第
に
下
げ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
長
慶
一
7
5
年
目
八
一
二
）
に
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
部
分
に
つ
い
て
も
「
実
信
」
に
よ
る
布
吊
・
斜
斗
の
折
納
を
認
め
た
た
め
、
両
税
銭
に
つ
い
て
は
、
形
式
上
そ
の
全
額
が
現
物
で
折
納
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
前
年
に
お
け
る
、
芦
部
尚
書
風
息
陵
に
よ
る
両
墨
隈
・
塩
課
・
酒
税
等
の
全
菰
豹
な
現
物
納
化
の
建
議
、
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

そ
れ
を
受
け
た
中
書
門
下
の
奏
請
に
基
づ
い
て
と
ら
れ
た
措
置
で
あ
る
。
北
宋
時
代
、
司
馬
光
・
蘇
轍
ら
は
、
こ
の
時
の
改
革
を
、
両
税
の
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

面
的
な
現
物
納
制
へ
の
移
行
措
置
で
あ
っ
た
と
み
な
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
し
か
し
現
実
に
は
、
こ
の
後
も
見
銭
の
科
徴
は
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
新
劇
元
年
の
改
革
は
、
決
し
て
両
税
銭
の
全
面
的
な
現
物
納

化
を
図
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
折
納
方
式
に
お
い
て
は
、
置
銭
微
納
部
分
の
枠
が
依
然
と
し
て
存
続
し
て
お
り
、
そ
の
額
に
つ
い
て
、

銭
価
と
等
価
値
の
「
実
信
」
に
よ
る
、
布
畠
・
魁
斗
の
舞
納
が
許
容
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
主
に
船
越
氏
の
研
究
に
依
り
な
が
ら
、
一
7
6
和
・
脚
継
期
に
お
け
る
折
納
制
拡
大
の
経
過
を
概
観
し
た
が
、
腿
節
に
お
い
て
、
五
代
に
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お
け
る
両
税
の
吉
徴
方
法
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
長
慶
以
降
、
両
壁
書
の
折
納
が
ど
の
よ
う
な
方
式
で
運
用
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ

の
具
体
例
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
長
慶
元
年
の
改
革
に
よ
り
、
両
野
鶴
総
額
の
内
訳
は
、
　
「
虚
佑
」
に
よ
る
絹
笹
折
納
部
分
、
　
「
実
信
」
に
よ
る
絹
土
肥
納
部
分
、
及
び
現
実

に
は
存
続
し
た
ま
ま
の
見
徳
徴
納
部
分
の
三
者
と
な
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
両
税
銭
の
科
徴
は
、
こ
の
三
者
各
々
の
比
率
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ

た
額
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
例
え
ば
四
川
に
お
い
て
は
、
両
税
銭
の
半
額
を
橋
銭
で
、
残
り
半
額
を
雑
物
で
、
時
価
に
上
積
み
し
た
価
格
で
折
納
さ
せ
て
い
た
が
、
太
和

四
年
（
八
三
〇
）
に
は
、
両
税
銭
額
の
三
分
の
二
を
見
廻
で
、
残
り
三
分
の
一
を
「
匹
段
及
び
雑
物
」
で
、
や
は
り
時
価
に
上
積
み
し
た
上
で
折

納
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
い
抽
こ
の
三
分
の
二
の
宿
銭
徴
納
部
分
の
中
に
・
「
実
悪
に
よ
る
灘
の
折
納
部
分
が
誉
れ
る
の
か
ど
う
か

確
認
で
き
な
い
が
、
翌
太
和
五
年
（
八
三
一
）
、
唐
朝
の
直
接
支
配
下
に
復
し
た
郷
州
等
十
一
州
に
対
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ら

　
　
其
両
税
、
毒
酒
及
徴
物
疋
数
虚
実
佑
価
、
井
留
州
・
留
使
・
上
供
等
財
物
鰭
斗
、
比
類
諸
道
、
一
一
開
項
分
析
、
平
均
灘
配
、
立
一
定
額
、
使
人
知
嘗
数

　
　
不
可
加
減
。
　
（
『
冊
府
元
亀
』
巻
四
八
八
、
邦
計
部
、
賦
税
額
、
太
和
五
年
十
一
月
詔
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
指
示
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
「
虚
情
」
　
「
実
佑
」
二
種
の
折
納
価
格
、
及
び
銭
・
物
・
餅
斗
そ
れ
ぞ
れ
の
「
定
額
」
（
三
洋
）
が
存
在
し
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
　
『
冊
府
元
亀
』
巻
四
八
八
、
品
評
部
、
賦
税
二
、
会
昌
四
年
（
八
四
四
）
七
月
の
中
書
の
奏
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
カ

　
　
諸
道
百
姓
所
納
二
税
、
井
留
州
銭
鳥
諸
物
、
多
是
虚
色
価
例
。
其
分
数
、
軸
壁
不
依
朝
廷
。

と
い
う
よ
う
に
、
両
税
銭
額
中
の
見
銭
部
分
と
絹
吊
潜
思
部
分
と
の
比
率
を
示
す
「
分
数
」
の
語
が
見
え
、
さ
ら
に
、
同
じ
く
大
中
四
年
（
八

五
〇
）
正
月
、
大
赦
節
文
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
其
諸
道
州
府
、
応
所
征
両
税
匹
段
等
物
、
．
帯
留
使
銭
物
納
匹
見
等
、
虚
実
佑
価
及
見
銭
、
従
来
皆
有
定
額
。

と
あ
っ
て
、
　
「
虚
佑
」
・
「
実
信
」
に
よ
る
絹
畠
（
匹
段
）
等
の
折
納
額
と
見
銭
徴
納
額
の
三
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
定
額
」
が
あ
る
と
し
て

54 （658）



代における両税の折納について（島居）

い
る
。

　
以
上
の
例
に
見
る
よ
う
に
、
長
慶
以
降
の
両
税
銭
の
科
徴
は
、
現
実
の
運
用
に
当
っ
て
は
、
絹
議
等
に
よ
る
折
身
部
分
と
見
銭
徴
納
部
分
と

の
定
額
を
定
め
、
前
者
を
さ
ら
に
「
虚
信
」
部
分
と
「
実
悪
」
導
管
と
に
分
け
る
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
「
分
数
」
乃
至
「
定

額
」
が
規
定
ど
お
り
遵
守
さ
れ
る
こ
と
は
、
当
時
の
情
勢
か
ら
考
え
て
む
し
ろ
稀
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
だ
か
ら
こ
そ
再
三
に
わ
た
り
、
こ
の

方
式
に
依
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
方
式
は
、
次
節
で
見
る
よ
う
に
、
五
代
中
原
諸
朝
の
両
分
科
微
方
法
に
お
け
る
新
局

面
－
脚
継
の
正
税
化
1
を
も
た
ら
す
出
発
点
に
位
置
づ
け
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
取
り
あ
え
ず
、
長
螺
以
降
の
折
納
方
式
を
、

「
分
数
定
額
方
式
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
節
五
代
華
北
の
「
本
色
」
絹
吊
と
江
南
の
「
税
銭
」

　
五
代
に
入
る
と
、
両
税
の
科
徴
は
、
折
心
綱
を
媒
介
に
し
な
が
ら
、
新
た
な
展
開
を
見
せ
る
。
五
代
は
、
坊
黒
戸
を
鮒
象
と
す
る
屋
税
（
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

税
）
の
独
立
、
附
加
税
た
る
沿
徴
の
創
始
、
江
南
に
お
け
る
身
懸
銭
の
賦
課
な
ど
、
租
税
体
系
全
体
が
大
き
く
変
質
し
た
時
期
で
あ
り
、
ま
た
、

中
原
諸
朝
と
四
川
・
江
南
に
割
拠
し
た
諸
国
と
の
問
に
は
、
税
調
を
含
む
国
頭
全
般
に
わ
た
っ
て
、
か
な
り
の
地
域
差
も
生
じ
て
い
た
。
両
税

科
微
方
法
の
変
化
も
、
も
と
よ
り
こ
う
し
た
全
体
的
な
動
向
や
新
た
な
諸
要
因
と
の
関
連
に
お
い
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
本
節
で
は
考
察

の
対
象
を
折
新
制
の
展
開
過
程
に
限
定
し
、
地
域
的
に
は
、
華
北
で
は
後
唐
・
後
周
、
江
南
で
は
呉
t
南
唐
に
お
け
る
両
税
科
徴
方
法
の
形
式

上
の
差
異
に
よ
っ
て
、
南
北
の
対
比
を
試
み
る
に
と
ど
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

　
唐
朝
を
倒
し
た
後
、
た
だ
ち
に
「
両
税
の
法
、
威
な
唐
墨
に
因
る
」
（
『
冊
府
元
亀
』
巻
四
八
八
、
邦
計
部
、
賦
税
二
、
梁
太
祖
開
平
元
年
（
九
〇
七
）
）

と
す
る
方
針
を
打
ち
出
し
た
後
梁
に
つ
い
て
は
、
両
税
法
運
用
の
実
態
を
伺
う
べ
き
史
料
を
欠
く
が
、
後
唐
に
な
る
と
、
紐
革
三
年
（
九
二
五
）

関
十
二
月
の
こ
と
と
し
て
、

　
　
吏
部
尚
書
三
針
上
言
、
請
賦
税
不
以
折
納
為
事
、
一
切
以
本
色
将
官
、
又
不
潔
紐
配
雷
名
、
止
以
正
税
加
納
。
勅
勘
、
本
朝
微
科
、
唯
配
有
両
税
、
至
於

　
　
折
納
、
当
不
施
為
。
宜
依
細
細
所
論
、
応
逐
税
合
納
銭
物
量
斗
無
銭
等
、
宜
令
租
庸
司
指
揮
、
軸
壁
元
徴
本
色
嘉
納
、
不
得
改
更
。
若
合
有
親
旧
、
即
具
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裏
由
奏
聞
。
　
（
『
旧
五
代
史
』
巻
一
四
六
、
食
貨
志
）

と
い
う
よ
う
に
、
李
瑛
の
上
疏
を
受
け
て
、
両
税
の
「
折
納
」
を
禁
止
し
、
た
だ
「
本
色
」
を
納
め
さ
せ
る
方
針
に
変
り
の
な
い
旨
を
指
し
て

い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
「
直
納
」
が
、
唐
虞
に
整
備
さ
れ
た
折
納
制
、
す
な
わ
ち
両
税
銭
の
絹
畠
等
に
よ
る
折
納
で
あ
っ
た

と
解
す
る
と
、
後
唐
朝
の
方
針
は
、
両
税
愈
愈
の
全
面
磁
心
へ
の
團
帰
策
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
い
う
理
解
は
成
り
立
た
な
い
。
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ

ぜ
な
ら
、
こ
の
勅
が
出
さ
れ
る
以
前
に
後
唐
で
は
「
税
金
」
を
輪
納
さ
せ
て
い
た
事
実
が
あ
る
ほ
か
、
勅
文
中
に
「
舎
に
納
む
べ
き
の
銭
・
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

・
餅
斗
・
塩
銭
等
」
は
「
並
び
に
元
徴
の
本
色
に
准
り
て
愈
愈
せ
し
め
」
と
あ
る
よ
う
に
、
見
立
・
布
吊
・
斜
斗
・
塩
二
等
を
、
本
来
徴
下
す

べ
き
「
本
色
」
と
し
て
規
定
ど
お
り
納
め
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
「
翻
意
」
は
、
こ
れ
ら
本
色
の
恣
意
的
な
変

更
で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
後
唐
に
お
け
る
毎
年
の
夏
秋
税
租
及
び
塩
・
麹
・
折
窮
鼠
、
諸
般
の
銭
穀
の
内
訳
を
見
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
大
・
小
麦
、
麹
麦
、
碗
豆
、
正
税
疋
段
、
銭
、
鮭
、
地
頭
銭
、
確
麹
、
蚕
塩
、
諸
色
請
雨

　
　
　
　
　
⑬

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
大
・
小
麦
、
滑
津
、
碗
豆
は
所
謂
「
財
田
」
で
あ
り
、
「
正
税
疋
段
」
は
絹
畠
で
あ
る
。
末
尾
の
「
諸
色
折
科
」

の
中
に
も
絹
吊
は
含
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
絹
畠
が
銭
と
と
も
に
「
本
色
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
後
縁
に
お
い
て
も
、
夏

秋
両
税
の
諸
項
目
は
、

　
　
疋
段
、
銭
、
糸
綿
細
線
、
糧
食
、
藁
草
、
鞍

　
　
　
　
　
⑭

と
さ
れ
て
お
り
、
後
唐
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
五
代
中
原
皇
朝
に
お
い
て
は
、
夏
秋
両
税
は
、
餅
斗
と
と
も
に
絹
畠
・
見
銭
を
「
本
色
」
と
定
め
て
翠
微
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
唐
代
両
税
の
科
徴
方
法
と
は
、
そ
の
形
態
に
お
い
て
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
段
階
で
は
、
夏
秋
両
税
銭
費
と
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の
対
応
関
係
に
お
い
て
絹
吊
の
納
入
額
を
定
め
る
と
い
う
前
提
、
す
な
わ
ち
「
分
数
定
額
方
式
」
に
至
る
ま
で
の
絹
畠
折
納
の
前
提
が
消
滅
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

て
お
り
、
従
っ
て
ま
た
、
　
「
夏
秋
簡
税
銭
」
の
呼
称
も
姿
を
消
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
絹
吊
・
見
銭
を
餅
斗
そ
の
他
と
と
も
に
正
税
「
本
色
」
化
す
る
こ
う
し
た
両
税
科
徴
方
法
を
、
唐
末
以
来
の
即
納
制
の
展
開
過
程
に
お
い
て

位
置
づ
け
る
と
す
れ
ば
、
　
「
分
数
定
額
方
式
」
に
お
け
る
絹
第
折
立
部
分
が
、
夏
秋
両
税
銭
額
と
の
対
応
関
係
を
失
い
な
が
ら
、
銭
納
部
分
と

分
離
し
、
三
韓
が
、
「
本
色
」
化
さ
れ
た
、
換
言
す
れ
ば
、
夏
秋
両
税
銭
額
が
、
「
分
数
定
額
方
式
」
に
基
づ
く
折
半
制
を
媒
介
に
し
て
、
「
本

色
」
絹
畠
と
見
銭
と
に
分
立
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

宋代における両税の折納について（島居）

　
一
方
、
五
代
江
南
に
お
け
る
両
税
科
徴
方
法
は
、
華
北
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
様
相
を
呈
す
る
。
宋
代
の
江
南
東
西
路
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
、

呉
一
南
唐
の
領
域
に
お
い
て
は
、
周
知
の
史
料
で
あ
る
が
、
洪
適
の
『
容
斎
雄
筆
』
巻
一
六
、
中
里
丘
の
項
に
、

　
　
呉
順
義
年
中
、
差
官
興
版
簿
、
定
租
税
。
厭
田
上
上
者
、
単
一
血
税
銭
二
貫
一
百
文
、
中
田
一
頃
税
銭
一
貫
八
百
、
下
田
＝
唄
千
五
百
、
皆
足
隔
見
銭
。

　
　
如
見
銭
不
足
、
許
依
市
価
折
以
金
銀
。
算
計
丁
口
課
調
、
亦
科
銭
。
宋
斉
丘
聴
掛
員
外
郎
、
上
策
乞
虚
心
時
価
、
而
折
紬
・
綿
・
絹
本
色
。
…
…
是
時
、

　
　
絹
…
毎
匹
山
巾
価
嗣
五
百
文
、
紬
驚
ハ
百
文
、
綿
毎
両
十
五
文
。
至
愚
請
、
編
…
毎
匹
糠
偶
為
一
貫
七
百
、
紬
…
為
二
貫
四
百
、
綿
為
四
十
⊥
又
、
皆
一
足
鳩
銭
。

と
あ
り
、
こ
の
方
式
が
宰
相
徐
知
誰
（
の
ち
南
唐
烈
祖
）
に
よ
っ
て
実
行
に
移
さ
れ
、
以
後
、
南
扇
・
二
野
へ
と
引
き
継
が
れ
た
と
し
て
い
る
。

　
こ
こ
に
見
え
る
「
税
銭
」
は
、
照
土
の
等
級
別
に
割
り
付
け
た
総
額
に
よ
り
、
各
戸
の
田
土
面
積
を
銭
財
で
表
示
し
た
も
の
で
、
足
隔
の
見

銭
で
納
入
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
賦
課
で
あ
る
。
た
だ
し
、
糾
斗
の
科
徴
は
、
同
じ
く
田
土
の
等
級
に
対
応
し
な
が
ら
も
、
斗
升
合
で
表

示
さ
れ
る
畝
ご
と
の
納
入
量
を
定
め
て
お
り
、
　
「
身
銭
」
額
と
解
説
納
入
量
と
の
問
に
、
直
接
の
対
応
関
係
は
な
い
。

　
南
宋
淳
紐
…
二
年
（
一
一
七
五
）
に
編
纂
さ
れ
た
江
爾
東
路
三
州
（
雨
雲
）
の
地
志
『
新
安
士
心
』
巻
胴
〇
、
叙
脚
台
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
は
唐
末
、

昭
宗
の
景
福
中
（
八
八
二
…
八
八
三
）
に
こ
の
地
に
拠
っ
た
楊
行
密
輩
下
の
武
将
陶
雅
に
よ
り
、
近
隣
諸
県
に
比
べ
て
か
な
り
高
い
税
率
が
定
め

ら
れ
た
と
い
う
。
同
じ
く
「
税
則
」
の
項
に
記
載
す
る
税
率
を
見
る
と
、
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上
田
園
　
毎
畝
税
銭
二
〇
〇
文
、
秋
苗
米
二
斗
二
升

　
　
中
田
園
　
毎
畝
税
銭
一
五
〇
文
、
秋
苗
米
一
斗
七
升
七
合

　
　
下
田
園
　
毎
畝
税
銭
一
〇
〇
文
、
秋
苗
米
一
斗
三
升
三
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

で
あ
る
。
こ
の
税
率
が
唐
末
以
来
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
呉
の
秘
語
（
上
上
田
毎
本
税
銭
二
一
〇
文
、
中
田
一
八
○
文
、
下
田
一
五
〇
文
）
に
近

似
し
て
い
る
所
か
ら
見
て
、
呉
の
「
税
銭
」
方
式
は
、
唐
末
獄
州
の
科
徴
方
式
と
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
科
徴
方
法
は
、
　
「
税
銭
」
　
「
苗
米
」
の
二
本
立
て
と
い
う
点
で
帯
代
の
両
税
科
徴
方
法
と
同
様
で
あ
り
、
　
「
税
銭
」
は
形
式
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

唐
言
の
夏
秋
両
右
心
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
　
「
税
銭
」
が
田
土
の
等
級
に
応
じ
て
割
り
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
点
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ま
た
、
夏
税
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
で
、
戸
等
に
応
じ
て
銭
額
を
割
り
付
け
た
唐
代
の
夏
秋
両
税
銭
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
玉
壷
丘
は
、
こ
の
「
税
銭
」
を
市
価
の
約
三
～
四
倍
に
「
時
価
を
虚
擾
」
し
た
紬
・
綿
・
絹
で
折
納
さ
せ
る
よ
う
上
策
し
、
こ
れ

が
実
施
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
紬
・
綿
・
絹
（
及
び
金
銀
）
の
納
入
は
、
あ
く
ま
で
も
正
税
「
税
銭
」
に
対
す
る
加
納
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
方
式
は
、
宋
朝
に
よ
る
江
南
征
服
後
に
お
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
『
続
篇
治
通
鑑
長
編
』
　
（
以
下
『
長
編
』
と

略
称
）
巻
一
八
、
太
平
興
国
二
年
（
九
七
七
）
六
月
己
未
の
条
に
、

　
　
江
南
西
路
転
層
使
言
、
中
州
蚕
桑
少
而
金
野
頗
低
。
今
折
税
、
絹
佑
小
半
影
民
、
金
碧
高
而
鰯
官
。
金
上
等
旧
佑
両
十
千
、
今
請
佑
八
千
、
絹
上
等
旧
匹

　
　
　
一
千
、
今
講
佑
一
千
三
百
余
、
以
次
増
損
。
従
之
。

と
あ
り
、
　
「
税
を
折
す
る
」
に
当
た
り
、
絹
の
信
価
が
低
く
、
金
の
信
価
が
高
い
た
め
、
絹
・
金
の
対
銅
銭
公
定
折
算
価
格
の
調
整
を
行
っ
て

い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
こ
こ
に
見
え
る
江
南
南
路
転
駅
使
は
、
こ
の
年
に
着
任
し
た
奨
若
水
で
、
彼
は
太
宗
の
命
を
受
け
て
精
力
的
に
江
南
に
お
け
る
銅
銭
流
通
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

策
を
推
進
し
た
。
こ
の
措
置
は
、
そ
う
し
た
銅
銭
流
通
策
の
一
環
と
し
て
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
元
来
絹
吊
生
産
が
少
な
い
江
南

に
お
い
て
、
銅
銭
流
通
量
の
増
大
と
価
値
の
高
ま
り
は
、
相
対
的
に
遠
道
・
絹
価
の
低
落
を
き
た
す
。
対
銅
銭
比
価
の
低
落
し
た
金
価
格
を
、
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従
来
の
高
価
の
ま
ま
に
放
置
す
る
こ
と
は
、
税
銭
の
金
に
よ
る
折
納
を
認
め
て
い
る
官
に
と
っ
て
不
利
と
な
り
、
低
落
し
た
絹
価
で
折
税
す
る

農
民
に
と
っ
て
も
不
利
で
あ
る
。
奨
若
水
は
、
金
一
両
銅
銭
十
貫
の
換
算
率
を
八
貫
に
引
き
下
げ
、
他
方
絹
価
は
逆
に
一
匹
一
貫
文
を
一
貫
二

百
文
に
引
き
上
げ
て
、
銅
銭
の
価
値
の
安
定
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
折
税
」
が
、
本
色
た
る
見
銭
の
、
網
或
い
は
金
に
よ
る
折
納

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
本
色
見
銭
と
は
、
呉
－
南
唐
以
来
の
「
税
銭
」
に
他
な
ら
な
い
。

　
江
南
の
両
税
科
徴
方
法
は
、
さ
き
に
見
た
中
原
諸
事
の
そ
れ
と
は
、
か
な
り
異
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
節
で
は
、
絹

吊
と
贈
爵
と
の
対
応
関
係
を
軸
に
、
南
北
の
対
比
を
試
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
華
北
で
は
長
慶
以
隆
の
「
分
数
定
額
方
式
」
に
よ
る
絹
白
m
折
納

を
媒
介
に
し
て
、
両
税
銭
額
が
本
色
絹
吊
と
本
色
見
銭
と
に
分
立
し
た
の
に
対
し
、
江
南
で
は
呉
よ
り
南
唐
を
経
て
宋
初
に
至
る
ま
で
、
絹
畠

の
納
入
は
一
貫
し
て
本
色
「
税
銭
」
の
折
納
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

①
「
は
じ
め
に
」
註
①
の
諸
論
文
の
他
、
日
野
開
三
郎
「
薗
税
法
の
基
本
的
四
原

　
則
」
　
（
『
法
制
史
研
究
』
一
一
、
一
九
六
〇
）
「
楊
炎
の
両
税
法
の
見
居
原
則
と
銭

　
数
・
銭
納
原
則
」
　
（
『
史
淵
』
八
四
、
一
九
六
一
）
、
松
井
秀
一
「
両
税
法
の
成
立

　
と
そ
の
二
瀬
」
　
（
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
古
代
六
、
一
九
七
一
所
収
）
等
参
照
。

②
　
松
井
秀
一
「
は
じ
め
に
」
註
①
論
文
参
照
。

　
　
な
お
こ
の
事
実
は
『
冊
府
元
亀
』
巻
四
八
八
、
姦
計
部
、
賦
税
目
、
憲
宗
元
和

　
四
年
二
月
度
支
の
奏
、
及
び
岡
年
五
月
の
勅
文
に
依
る
。

③
　
『
密
会
要
』
巻
八
三
、
租
税
上
、
元
和
六
年
二
月
勅
「
其
所
納
見
隠
、
傍
許
五

　
分
之
中
最
徴
二
分
、
余
三
分
兼
納
実
信
二
段
」
に
依
る
。

④
　
日
野
開
三
郎
「
は
じ
め
に
」
註
①
論
文
に
よ
れ
ば
、
　
「
中
佑
」
は
実
矧
よ
り

　
二
・
三
割
高
く
定
め
ら
れ
た
公
定
価
格
で
、
中
央
省
定
の
も
の
で
あ
っ
た
が
故
に

　
省
佑
と
も
呼
ば
れ
た
。

⑤
　
　
『
文
苑
英
華
』
巻
四
二
六
、
翰
林
制
詔
七
、
赦
二
七
、
長
慶
元
年
四
月
三
日
南

　
郊
改
元
赦
文
「
天
下
州
県
応
微
科
両
税
・
醸
酒
銭
函
、
旧
額
言
納
内
政
聖
者
、
並

　
任
百
姓
随
所
有
疋
段
及
三
千
、
依
当
処
時
価
送
納
、
不
得
遽
索
置
銭
」
。

⑥
『
冊
府
元
亀
』
巻
五
〇
一
、
邦
語
部
、
銭
幣
三
、
元
和
十
五
年
八
月
、
中
書
門

　
直
奏
「
今
艦
齢
官
・
戸
部
尚
書
楊
於
陵
等
伏
請
、
天
下
両
税
・
確
塩
・
酒
利
等
、

　
悉
油
布
畠
糸
綿
、
任
土
所
産
物
充
税
、
並
不
運
見
銭
、
…
…
請
商
量
付
度
支
、
…

　
…
傍
約
元
和
十
五
年
徴
納
布
導
車
佑
価
、
其
有
験
納
虚
闇
物
、
与
依
虚
佑
物
廻
計
。

　
如
旧
納
実
信
物
並
見
銭
、
即
予
端
匹
斤
尊
上
量
加
佑
価
自
計
」
。

⑦
『
資
治
門
鑑
』
無
二
四
二
、
唐
紀
腕
立
、
穆
宗
長
慶
元
年
九
月
乙
巳
「
始
使
両

　
税
皆
輸
布
糸
譲
、
独
塩
・
酒
精
稠
銭
」
。
『
藁
城
集
』
養
二
七
、
吊
出
常
平
銭
置
上

　
借
及
諸
州
軍
糧
状
「
故
出
雲
寧
以
前
、
民
間
両
税
皆
用
米
愛
布
屋
。
難
有
沿
納
諸

　
色
雑
銭
、
然
同
憂
穀
舗
輸
納
。
蓋
宋
嘗
納
銭
也
」
。

⑧
日
野
開
三
郎
「
は
じ
め
に
」
譲
②
論
文
参
照
。

⑨
『
上
面
元
亀
隔
巻
四
八
八
、
邦
計
部
、
賦
税
二
、
太
和
照
年
五
月
、
剣
南
西
川

　
宣
無
使
・
諫
議
大
夫
寵
戎
奏
「
准
詔
旨
、
制
置
剣
南
西
川
両
税
。
旧
納
見
銭
、
今

　
令
一
半
露
見
銭
、
一
半
納
当
土
所
在
雑
物
、
傍
子
時
佑
嚢
外
、
毎
貫
加
饒
三
百
五

　
文
。
…
…
今
講
、
両
税
銭
数
内
、
三
分
二
分
清
見
銭
、
一
分
翼
翼
段
及
雑
物
。
准

　
詔
、
毎
貫
総
懸
五
百
文
、
計
優
饒
百
姓
一
十
三
万
四
千
二
百
四
十
三
貫
文
」
。
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⑩
一
般
に
「
両
税
銭
物
」
は
両
税
銭
及
び
そ
の
折
納
と
し
て
黒
革
さ
れ
る
網
畠
を

　
謂
う
。
　
「
土
煙
」
　
「
銭
」
と
対
置
さ
れ
た
「
物
」
が
絹
酪
を
指
す
こ
と
、
臼
野
開

　
三
郎
『
五
代
史
』
　
（
中
国
古
典
新
書
）
頁
四
九
決
⑳
参
照
。

⑪
　
草
野
靖
「
宋
の
屋
税
・
地
税
に
つ
い
て
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
八
一
四
、
一
九
五

　
九
）
、
曾
我
部
静
雄
「
宗
代
の
軽
銀
銭
と
戸
日
問
題
」
　
（
『
宋
代
財
政
史
』
所
収
）
、

　
梱
田
節
子
「
累
代
の
丁
税
」
　
（
『
菜
洋
史
研
究
』
二
〇
1
二
、
　
一
九
七
一
）
、
日
野

　
開
三
郎
「
五
代
の
沿
徴
に
就
い
て
」
　
（
『
史
淵
』
＝
一
～
）
等
参
照
。

⑫
　
　
『
五
代
会
要
』
巻
二
五
、
親
税
、
後
唐
同
光
三
年
二
月
勅
「
今
撚
緊
漫
虫
処
、

　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
於
夏
陰
税
糸
上
、
毎
製
作
三
等
、
酌
量
納
銭
貫
、
常
器
本
週
図
版
市
軍
装
衣
賜
」
。

⑬
『
冊
府
元
亀
』
巻
四
八
八
、
邦
計
部
、
賦
税
二
、
明
宗
長
興
元
年
（
九
三
〇
）

　
二
月
制
「
応
天
下
州
府
各
徴
秋
夏
黄
税
、
河
南
府
・
華
・
耀
…
…
等
州
四
十
七

　
処
、
節
候
常
早
。
大
小
麦
・
麹
麦
・
碗
豆
、
取
五
月
十
五
日
起
徴
、
至
八
月
一
日

　
紬
…
足
。
正
税
疋
段
・
銭
・
榊
駐
、
庶
堀
頭
・
櫨
…
酒
・
千
尋
夏
蔦
価
｝
折
科
、
蝉
取
六
四
月
五
日

　
起
徴
、
至
八
月
二
十
日
議
題
」
。

⑭
　
同
、
太
祖
広
順
三
年
（
九
五
三
）
正
月
勅
「
省
司
出
納
夏
秋
税
、
疋
瓜
田
疋
納

　
十
〔
銭
〕
、
樹
心
貫
七
銭
、
糸
綿
細
線
二
十
両
納
車
半
両
、
糧
食
毎
石
田
一
斗
・

　
八
銭
、
蕎
草
毎
十
束
耗
一
束
・
銭
五
分
、
軽
毎
両
一
銭
。
此
箇
別
無
配
率
」
。
こ

　
れ
ら
は
正
税
に
対
す
る
加
耗
の
率
で
、
柳
陰
に
お
い
て
も
欝
欝
絶
布
綾
羅
の
加
耗

　
は
毎
匹
銭
十
文
、
見
銭
は
上
貫
七
文
と
さ
れ
て
い
た
（
同
、
長
興
元
年
三
月
勅
）
。

⑮
周
藤
吉
之
「
五
代
に
於
け
る
均
税
法
」
（
『
中
国
土
地
制
度
史
研
究
』
所
収
）
に

　
よ
れ
ば
、
五
代
を
通
じ
て
何
度
か
行
わ
れ
た
均
税
に
お
け
る
中
心
課
題
は
各
戸
の

　
田
土
面
積
の
掌
握
で
あ
り
、
夏
秋
両
税
の
賦
課
は
田
土
を
直
接
対
象
と
し
て
行
わ

　
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
「
均
税
」
の
過
程
で
夏
秋
両
税
銭
額
は
田
難
中
に
繰
り
こ

　
ま
れ
、
本
色
網
吊
額
・
本
色
見
銭
額
に
分
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑯
『
七
会
要
輯
稿
』
（
以
下
『
照
会
要
』
と
略
称
）
食
貨
七
〇
、
賦
税
雑
録
、

　
紹
興
三
年
九
月
七
日
、
江
南
東
西
路
宣
豊
凶
大
中
の
言
に
よ
る
と
「
徽
州
山
多
地

　
瘡
、
所
産
微
薄
、
自
尊
唐
陶
雅
将
鍬
県
・
暴
漢
・
翠
黛
・
祈
門
・
整
県
田
園
、
分

　
作
三
等
、
増
田
税
額
。
上
等
堂
下
盃
税
銭
二
雑
文
、
菌
米
二
斗
二
升
。
為
輸
納
不

　
前
、
却
将
紬
網
綿
布
、
虚
増
高
価
、
紐
折
税
銭
。
謂
之
元
信
自
認
」
と
あ
り
、
税

　
銭
の
綱
吊
舞
納
も
陶
雅
に
始
ま
っ
た
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

⑰
　
こ
の
方
式
の
先
駆
は
、
周
知
の
元
積
の
均
田
法
で
あ
る
（
『
元
茎
長
慶
集
』
巻

　
三
八
、
離
州
奏
均
田
状
）
が
、
夏
秋
両
税
銭
額
の
処
理
に
つ
い
て
は
呉
体
的
に
は

　
わ
か
ら
な
い
。

⑯
　
馬
民
『
南
唐
書
』
巻
ニ
ニ
、
李
元
清
徴
「
難
航
、
準
立
見
絡
、
民
見
当
。
元
清

　
奏
請
、
納
吊
｝
疋
、
轟
轟
一
千
、
以
為
定
舗
」
。

⑲
　
『
長
編
』
巻
一
八
、
太
平
興
騒
二
年
二
月
掛
辰
野
詔
。

⑳
　
宮
晦
市
定
『
五
代
宋
初
の
通
貨
間
題
』
第
四
章
第
一
節
参
照
。

⑳
　
当
隠
な
お
江
南
に
お
け
る
銅
銭
流
通
は
充
分
で
は
な
か
っ
た
。
　
『
長
編
脳
巻
二

　
四
、
太
平
興
國
八
年
三
月
「
臣
（
張
斉
賢
）
聞
、
江
南
旧
軽
鉄
為
幣
、
今
改
用
銅

　
銭
、
民
間
難
得
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

⑳
　

『
容
斎
続
筆
』
の
記
述
に
は
「
紬
綿
絹
本
色
」
の
語
が
見
え
る
が
、
著
者
洪
魑

　
は
こ
の
記
事
を
大
中
祥
符
年
間
（
一
〇
〇
八
－
一
〇
一
六
）
に
太
常
博
士
許
載
が

　
著
し
た
と
い
う
『
呉
唐
堅
田
録
』
か
ら
の
引
用
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
　
「
勝
色
」

　
紬
網
綿
で
税
銭
を
折
す
る
と
い
う
蓑
現
自
体
、
不
自
然
な
用
法
で
あ
る
が
、
許
載

　
或
い
は
洪
魑
は
、
江
南
に
お
い
て
も
紬
絹
綿
の
夏
税
本
色
化
が
な
さ
れ
た
十
一
世

　
紀
以
降
の
状
態
に
基
づ
い
て
、
か
か
る
表
現
を
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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第
二
章
　
宋
初
に
お
け
る
両
税
科
徴
方
法
の
整
備

　
後
剣
難
の
継
承
者
た
る
宋
朝
が
、
四
川
・
江
南
・
嶺
爾
に
割
拠
す
る
諸
国
を
次
々
と
滅
ぼ
し
て
ほ
ぼ
全
国
を
統
一
し
た
の
ち
、
税
制
を
含
む

諸
制
度
を
統
一
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
ひ
と
ま
ず
整
備
し
終
え
た
の
は
、
お
よ
そ
太
宗
朝
後
半
か
ら
真
宗
朝
前
半
、
す
な
わ
ち
十
世
紀
末

か
ら
十
一
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
頃
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
こ
の
時
期
に
お
け
る
両
税
の
科
徴
方
式
を
見
る
た
め
に
は
、
五
代
の
分
裂
期
に
形
成

さ
れ
た
南
北
の
地
域
差
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
形
で
そ
の
整
備
を
図
っ
た
か
、
と
い
う
視
点
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
㎜
節
　
威
平
三
年
に
お
け
る
絹
畠
の
夏
税
正
税
化

　
宋
初
の
華
北
に
お
け
る
両
隠
避
徴
の
実
態
を
伺
う
べ
き
史
料
は
少
な
い
。
わ
ず
か
に
、
宋
朝
成
立
間
も
な
い
太
祖
の
発
振
元
年
（
九
六
三
）
に

お
け
る
「
租
籍
」
が
、

　
　
　
銭
、
絹
鳥
、
菓
、
糸
綿
、
薪
藁
、
金
銀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
諸
項
目
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
太
宗
の
開
宝
年
中
（
九
六
八
…
九
七
五
）
、
開
封
府
で
年
税
の
納
入
に
当
た
り
、
選
書
を
売
却
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

．
無
銭
を
納
め
て
い
る
の
で
、
夏
税
餅
斗
に
つ
い
て
「
倉
式
例
」
に
よ
る
小
野
・
愚
意
・
見
出
の
折
納
を
行
わ
せ
た
こ
と
、
さ
ら
に
同
じ
開
封
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
、
至
道
元
年
（
九
九
五
）
、
夏
税
の
正
中
鯖
斗
な
ら
び
に
蚕
食
塩
・
麻
鞍
の
滞
納
分
を
、
議
豆
・
大
小
麦
で
折
納
さ
せ
た
こ
と
、
な
ど
が
知
ら

れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
事
例
に
よ
り
、
当
初
の
両
税
の
科
徴
項
目
が
、
前
章
第
一
節
で
見
た
華
北
諸
刃
の
そ
れ
を
ほ
ぼ
継
承
し

て
、
銭
（
金
銀
）
、
正
色
上
斗
（
一
粟
）
、
紬
絹
糸
綿
、
及
び
麻
官
等
の
沿
納
物
品
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
め
得
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
両
税
の
帳
籍
の
作
成
が
初
め
て
全
国
的
に
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
太
宗
の
淳
化
四
年
（
九
九
三
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
翌
々
至
道
元
年
、
重
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

て
州
梁
に
「
両
税
版
籍
」
の
作
成
を
命
じ
、
そ
の
書
式
を
天
下
に
頒
っ
た
。
そ
れ
に
は
、
各
県
に
つ
い
て
、
そ
の
「
戸
数
、
夏
秋
二
税
の
苗
畝

　
・
桑
功
、
正
税
及
び
縁
編
物
」
を
記
載
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
統
一
記
載
形
式
は
、
苗
米
及
び
筆
癖
（
桑
功
）
を
と
も
に
正
税
と
し
て
掌

握
す
る
原
劉
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
五
代
以
来
、
鰹
鳥
を
正
税
本
色
と
し
て
納
め
さ
せ
て
い
た
華
北
の
方
式
に
則
り
、
両
税
科
徴
方
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法
の
全
国
的
な
整
備
を
図
ろ
う
と
し
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
原
則
に
基
づ
く
「
両
税
版
籍
」
の
作
成
が
全
国
的
に
遂
行
さ
れ
る
た
め
に
は
、

絹
畠
の
正
税
化
が
そ
の
前
提
条
件
と
な
る
。

　
江
南
で
は
、
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
太
平
興
国
二
年
（
九
七
七
）
の
段
階
で
は
、
絹
寓
は
な
お
、
　
「
税
銭
」
の
折
納
に
か
か
る
も
の
と
さ
れ
、

正
税
化
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
地
域
に
お
け
る
絹
畠
の
正
税
化
は
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
遂
行
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
文
献
通
考
』
巻
二
〇
、
市
羅
考
一
、
均
輸
市
易
の
項
に
、

　
　
密
猟
・
書
面
、
非
古
賀
。
国
初
、
諸
税
輸
銭
・
米
而
已
。
威
平
三
年
始
令
州
軍
、
以
語
漏
物
力
科
折
畠
絹
、
而
鶴
野
科
輪
之
。
此
期
二
折
吊
之
所
従
始

　
　
也
。

と
あ
り
、
両
税
は
国
初
以
来
「
銭
」
　
「
米
」
を
輸
め
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
承
平
三
年
（
一
〇
〇
〇
）
、
始
め
て
「
撰
銭
」
額
に
お
い
て
絹
吊
を

科
折
し
、
夏
税
と
し
て
秘
め
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
。
こ
れ
と
同
内
容
の
記
事
は
『
宋
会
要
』
食
貨
六
四
、
折
第
銭
、
高
宗
建
炎
三
年
の

条
に
も
見
え
る
が
、
こ
こ
で
言
う
「
夏
税
折
畠
」
は
、
決
し
て
折
鼎
銭
の
科
徴
や
和
一
算
紬
絹
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
両
新
路
明
州
の

地
志
で
あ
る
『
宝
慶
四
暁
志
』
巻
五
、
郡
志
五
、
叙
賦
上
に
は
、
　
「
夏
引
正
税
」
の
項
の
説
明
に
、

　
　
威
平
三
年
戸
部
重
度
。
合
支
殿
前
諸
軍
及
府
界
諸
色
人
皇
冬
衣
、
、
用
絹
綿
緬
三
遍
百
万
匹
両
。
始
牒
諸
路
転
運
使
諸
轄
下
蔭
軍
、
出
産
霊
鳥
等
処
、
就
近

　
　
計
度
、
於
夏
秋
税
銭
物
力
科
折
、
準
備
餐
運
上
京
。
自
此
始
以
夏
秋
合
納
銭
米
、
科
折
絹
綿
数
目
、
併
於
夏
税
親
掛
。

と
あ
っ
て
、
禁
軍
兵
士
及
び
開
封
府
界
の
官
員
等
に
支
給
す
べ
き
衣
料
絹
吊
の
需
要
の
増
大
を
理
由
と
し
て
、
興
野
を
産
出
す
る
地
方
で
は
、

夏
秋
「
税
銭
」
額
に
お
い
て
絹
畠
に
木
曜
し
、
こ
れ
を
夏
税
に
統
合
し
て
納
め
さ
せ
る
こ
と
が
、
威
平
三
年
に
始
ま
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ

は
「
夏
税
正
税
」
と
し
て
の
本
色
絹
畠
の
起
源
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
和
買
早
事
・
折
常
銭
に
つ
い
て
は
別
項
に
記
載
が
あ
る
。

　
こ
の
威
平
三
年
の
戸
部
の
措
置
は
、
至
道
元
年
の
全
圏
的
な
「
両
税
版
籍
」
の
作
成
の
方
針
と
関
連
さ
せ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
五
代
以
来
、
正
税
と
し
て
絹
畠
が
科
徴
さ
れ
て
い
る
華
北
に
対
し
て
、
さ
ら
に
加
え
て
絹
畠
の
正
税
化
を
図
る
必
要
は
な
く
、
ま
た
、

「
国
初
、
二
税
輸
銭
・
米
而
巴
」
と
い
う
表
現
も
、
こ
の
節
の
冒
頭
で
見
た
よ
う
に
、
宋
初
華
北
の
両
予
科
徴
方
法
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
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逆
に
、
江
南
東
西
路
の
よ
う
に
、
宋
初
に
お
い
て
な
お
「
走
査
」
を
本
色
と
し
て
絹
昂
を
折
納
し
て
い
た
地
域
に
お
い
て
は
、
こ
の
措
置
に
よ

り
、
絹
畠
は
「
始
め
て
」
夏
税
本
色
と
し
て
科
微
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
措
置
が
と
ら
れ
た
理
由
と
し
て
、
　
『
宝
鑑
四
明
志
』
は
、
衣
料
絹
吊
の
需
要
の
増
大
を
あ
げ
て
い
る
。
当
時
は
、
縫
合
・
官
制
の

整
備
拡
充
に
と
も
な
い
、
兵
士
・
官
員
に
給
付
す
べ
き
船
尾
の
需
要
が
増
大
し
て
お
り
、
預
買
紬
絹
の
翻
度
が
創
始
さ
れ
た
の
も
太
宗
朝
末
年

　
　
　
　
　
　
⑦

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
と
こ
ろ
で
、
絹
吊
は
古
来
「
軽
貨
」
と
し
て
貨
幣
の
代
替
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
多
か
っ
た
と
は
い
え
、
一
方
で
は
商
品
と
し
て
流
通
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

い
た
の
で
あ
っ
て
、
宋
代
に
入
る
と
生
産
地
も
広
が
っ
て
流
通
量
も
増
し
、
商
品
と
し
て
の
地
位
を
益
々
高
め
て
き
た
と
い
わ
れ
る
。
両
姫
路

の
一
部
を
除
き
、
絹
吊
生
産
の
少
な
か
っ
た
江
南
各
地
に
お
い
て
も
、
そ
う
し
た
事
態
は
進
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
絹
畠
の
正
税
化
は
、
生

産
及
び
流
通
の
増
大
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
、
ま
た
逆
に
、
正
税
絹
畠
の
科
徴
が
、
そ
の
生
産
・
流
通
を
促
す
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
十
世
紀
末
か
ら
十
一
世
紀
初
め
に
か
け
て
、
宋
朝
は
、
五
代
に
お
け
る
幣
制
の
混
乱
を
克
服
す
べ
く
、
全
国
を
銅
銭
経
済
化
さ
せ
る
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

貨
対
策
を
強
力
に
推
進
し
、
四
声
を
除
い
て
ほ
ぼ
成
功
を
収
め
た
と
い
わ
れ
る
。
通
貨
政
策
の
成
功
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
豊
富
な
銅
銭
の

供
給
と
流
通
量
の
増
大
、
そ
れ
に
と
も
な
う
銅
銭
価
値
及
び
絹
畠
市
価
の
安
定
も
ま
た
、
　
「
税
銭
」
額
と
絹
畠
納
入
量
と
の
対
応
関
係
を
安
定

さ
せ
、
網
鳥
正
税
化
を
可
能
に
し
た
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
節
　
江
南
諸
路
に
お
け
る
「
税
銭
」
と
夏
鳶
本
色

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
こ
こ
で
は
、
現
存
す
る
地
方
志
に
よ
っ
て
、
江
南
諸
路
に
お
け
る
宋
初
の
両
税
科
徴
方
法
、
及
び
絹
吊
の
夏
税
本
色
化
の
経
過
を
跡
づ
け
て

み
よ
う
。

〔
江
南
東
西
路
〕

　
前
章
第
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
江
南
東
路
の
徽
州
で
は
、
園
園
を
上
中
下
の
三
等
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
畝
ご
と
の
益
税
銭
、
秋
苗
米
の
額
を

定
め
て
い
た
が
、
こ
の
う
ち
の
夏
税
に
つ
い
て
は
、
上
田
園
の
場
合
、
毎
畝
の
「
田
下
」
は
二
〇
〇
文
と
さ
れ
、
こ
れ
は
、
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紬
四
寸
、
絹
一
尺
三
寸
、
布
一
尺
、
綿
三
銭
、
見
銭
五
五
文
、
腰
銭
＝
一
文
、
脚
銭
一
二
文

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
折
し
て
納
め
さ
せ
る
。
こ
の
う
ち
、
　
「
雑
銭
」
と
総
称
さ
れ
る
見
銭
・
屋
漏
・
脚
銭
の
三
色
は
、
そ
れ
ぞ
れ
南
唐
の
時
の
麹
銭
（
見
銭
）
・
塩

銭
・
乱
髪
に
由
来
し
、
い
ず
れ
も
本
来
田
土
面
積
と
は
直
接
の
対
応
関
係
を
持
た
な
い
税
自
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
課
税
の
根
拠
の
な
く
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

た
宋
初
に
お
い
て
、
な
お
税
目
が
残
存
し
、
賦
課
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
宋
初
に
お
い
て
、
こ
の
「
雑
銭
」
の
総
額
約
五
万
繕
は
、
　
「
税
銭
」
総
額
の
三
九
・
五
％
を
占
め
、
上
中
下
三
等
の
田
園
に
対
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

す
べ
て
こ
の
比
率
で
毎
畝
の
「
税
銭
」
応
酬
に
繰
り
こ
ん
で
い
る
。
　
「
雑
誌
」
は
そ
の
後
、
絹
・
紬
・
綿
・
米
・
馬
繋
で
折
変
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
が
、
そ
れ
以
前
は
、
例
え
ば
上
田
園
の
場
合
、
毎
畝
の
「
雑
書
偏
合
計
七
九
文
を
差
し
引
い
た
残
り
一
二
一
文
の
「
税
銭
」
額
を
、
紬
四

寸
、
絹
一
尺
三
寸
、
布
一
尺
、
綿
三
銭
と
し
て
折
納
さ
せ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
　
「
学
徳
」
の
折
変
が
行
わ
れ
た
段
階
で
、
す
で
に
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

れ
ら
の
紬
・
絹
・
綿
は
、
　
「
税
紬
」
、
　
「
税
絹
」
、
　
「
税
綿
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
正
税
化
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
因
み
に
「
雑

詠
」
の
折
価
を
「
税
銭
」
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み
る
と
、
後
者
は
前
者
の
約
二
倍
と
な
る
。
折
価
を
定
め
た
時
点
の
隔
た
り
を
考
慮
に
入
れ
て

も
、
こ
の
開
き
は
大
き
過
ぎ
る
の
で
、
　
「
税
銭
」
の
折
緬
が
布
価
に
依
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
江
南
東
西
路
に
お
い
て
は
、
前
に
見
た
よ
う
に
、
呉
の
時
に
定
め
ら
れ
た
と
い
う
絹
一
疋
の
折
価
は
、
市
価
五
〇
〇
文
に
対
し
て
一
貫
七
〇

〇
文
、
南
唐
の
李
元
清
の
時
に
一
貫
文
（
市
価
は
不
明
）
で
あ
り
、
宋
初
太
平
興
国
二
年
前
は
奨
若
水
が
一
貫
文
か
ら
一
貫
三
〇
〇
構
文
に
引
き

上
げ
て
い
る
。
　
「
無
銭
」
折
変
時
の
折
価
の
約
二
倍
に
あ
た
る
「
税
銭
」
の
折
価
は
、
奨
若
水
が
改
定
し
た
折
価
を
踏
襲
し
た
も
の
の
よ
う
で

あ
る
。
江
南
東
西
路
で
は
、
呉
－
南
唐
以
来
の
「
税
銭
」
の
絹
畠
に
よ
る
折
納
方
式
の
も
と
で
、
太
平
興
国
二
年
に
改
定
し
た
折
価
を
踏
襲
し

な
が
ら
絹
吊
の
夏
税
正
税
化
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
『
新
安
志
』
の
宋
初
の
税
制
に
関
す
る
記
述
に
は
、
年
次
の
記
載
が
全
く
な
い
が
、

絹
畠
の
正
税
化
は
、
前
節
で
見
た
、
威
平
三
年
の
戸
部
の
措
置
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

〔
両
甑
路
〕

　
両
量
器
の
賀
州
（
鎮
江
府
）
は
、
五
代
に
は
呉
越
の
領
域
に
属
し
て
い
た
が
、
末
期
に
南
唐
の
支
配
下
に
入
っ
た
。
当
時
の
課
税
項
国
は
、
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宋代における両税の折納について（島居）

『
至
順
鎮
江
士
心
』
巻
六
、
賦
税
、
常
賦
に
引
く
蘇
…
蓬
の
『
丹
陽
軸
心
』
に
よ
れ
ば
、

　
　
夏
税
　
塩
、
絹
、
羅
、
綿
、
糸
両
、
大
小
麦
。
　
秋
租
　
苗
米
、
濡
米
、
豆
、
布
、
蕨
蕨
。

で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
諸
税
目
は
そ
の
ま
ま
霊
代
に
引
き
継
が
れ
た
が
、
　
「
宋
代
に
な
っ
て
」
田
土
の
肥
痔
に
基
づ
い
て
上
・
中
・
下
・
不
及
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
四
等
級
に
分
け
、
夏
秋
の
税
額
を
定
め
た
と
い
う
。
　
『
倉
皇
鎮
江
志
瞼
は
さ
ら
に
『
祥
符
宝
算
』
を
引
用
し
て
、
こ
の
地
に
お
け
る
夏
税
の

諸
項
目
が
、
絹
、
羅
、
糸
、
紬
、
綿
、
大
小
麦
の
他
、

　
　
銭
一
、
六
一
〇
貫
、
塩
銭
八
、
　
一
〇
一
貫
、
塩
脚
銭
一
七
貫
七
〇
〇
文

で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
銭
・
密
事
・
塩
魚
銭
は
江
南
東
路
徽
州
の
門
雑
銭
」
に
掘
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
潤
州
に
関
し
て
は
、
五

代
・
宋
初
に
お
け
る
「
税
銭
」
の
存
在
を
確
認
で
き
な
い
。

　
両
漸
に
お
い
て
は
、
太
平
興
国
五
年
（
九
八
○
）
に
、
朝
臣
王
永
・
高
象
先
が
派
遣
さ
れ
て
「
均
税
」
が
行
わ
れ
、
例
え
ば
蘇
州
（
平
江
府
）
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

は
、
田
土
を
中
・
下
の
二
等
に
分
け
て
、
中
田
は
一
品
夏
米
銭
四
文
四
分
、
秋
米
八
升
、
下
田
は
三
文
三
分
、
七
升
四
合
と
定
め
て
い
る
。
蘇

州
山
里
山
県
で
は
、
景
徳
・
祥
笠
間
（
一
〇
〇
四
－
一
〇
一
六
）
の
夏
税
が
「
丁
無
塩
銭
二
千
六
百
余
貫
、
絹
一
万
五
千
三
百
一
疋
、
綱
七
百
七
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

疋
、
綿
一
千
三
百
屯
」
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
半
身
塩
銭
を
除
く
宙
吊
の
納
入
額
は
、
太
平
興
国
五
年
の
均
税
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
「
税

銭
」
額
に
依
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
太
平
興
国
五
年
に
均
税
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
両
漸
路
に
お
い
て
は
、
蘇
州
の
よ
う
に
「
聖
壇
」
方
式
を
採
用
し
て
田
土
の

等
級
別
に
毎
畝
の
課
税
額
を
定
め
た
所
も
あ
れ
ば
、
潤
州
の
よ
う
に
「
税
銭
」
の
存
在
を
確
認
で
き
な
い
所
も
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
五

代
末
期
の
科
徴
方
法
が
、
む
し
ろ
華
北
の
そ
れ
に
近
似
し
て
い
る
所
か
ら
、
　
「
税
銭
」
方
式
を
新
た
に
導
入
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
と
兇
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
宋
代
の
活
魚
に
お
け
る
、
こ
う
し
た
路
内
の
地
域
差
に
つ
い
て
は
後
に
再
び
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。

〔
福
建
路
〕

　
太
平
興
国
五
年
の
隠
蓑
は
、
当
時
両
漸
路
に
属
し
て
い
た
福
建
路
（
福
建
路
の
成
立
は
雍
熈
二
年
（
九
八
五
）
）
で
も
実
施
さ
れ
た
。
福
州
で
は
、
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⑲

五
代
の
闘
の
時
の
「
白
配
」
の
銭
額
を
「
無
税
銭
」
の
額
と
な
し
た
の
ち
、
さ
ら
に
「
沿
徴
」
分
を
除
去
し
て
税
則
を
定
め
、
田
土
を
中
下
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

等
に
分
け
て
、
上
田
は
毎
畝
夏
蝉
「
産
銭
」
四
文
四
分
、
駐
米
八
升
、
下
田
は
そ
れ
ぞ
れ
三
文
七
分
、
七
升
四
合
と
し
た
。
毎
畝
の
銭
額
・
苗

米
額
は
、
前
に
見
た
蘇
州
と
岡
数
値
で
あ
り
、
福
笑
で
は
「
税
銭
」
を
「
無
銭
」
と
称
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
福
州
で
は
さ
ら
に
そ
の
後
、
大
中
祥
符
四
年
（
一
〇
＝
）
に
、
夏
税
銭
総
額
中
か
ら
身
丁
丁
分
が
除
舗
さ
れ
、
総
額
七
、
〇
六
九
貫
有
奇
を

　
　
　
　
⑳

定
額
と
し
た
。
こ
の
額
は
南
歴
然
煕
年
間
の
定
額
八
、
一
四
八
貫
有
奇
と
あ
ま
り
差
が
な
い
が
、
淳
煕
年
間
に
は
、
こ
の
う
ち
約
四
五
％
に
あ

た
る
三
、
六
九
〇
貫
を
、
紬
一
千
匹
、
緯
布
一
万
匹
、
小
菱
一
、
五
〇
〇
石
で
折
価
し
、
残
り
五
五
％
に
あ
た
る
四
、
四
五
八
貫
有
奇
を
、
銅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

銭
、
鉄
菱
で
納
め
さ
せ
て
い
る
。
紬
、
稗
布
、
小
麦
の
折
価
は
そ
れ
ぞ
れ
一
匹
六
五
〇
文
、
一
匹
二
四
四
文
、
一
斗
四
七
文
で
あ
る
。
こ
の
折

価
額
は
「
久
例
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
定
め
た
年
次
を
明
記
し
な
い
。
し
か
し
福
州
で
始
め
て
翌
夕
銭
額
を
折
科
し
た
の
は
「
威
平

　
　
　
　
　
㊧

初
」
で
あ
っ
た
と
記
し
て
お
り
、
言
書
の
総
額
及
び
内
訳
が
後
年
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
紬
、
稗
布
、
小
麦
の
折
価
は
、
誌
面
初
（
恐
ら

く
威
平
三
年
）
の
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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以
上
の
野
路
に
つ
い
て
は
、
現
存
地
方
志
に
よ
り
、
宋
初
に
お
け
る
税
鋼
整
備
の
過
程
を
、
翻
る
程
度
追
跡
し
得
た
が
、
そ
の
他
の
地
域
に

つ
い
て
は
、
そ
う
し
た
方
法
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
宋
初
の
両
税
科
徴
に
お
い
て
「
馬
銭
」
が
存
在

し
た
地
域
は
、
男
芸
三
年
の
戸
部
の
措
置
に
よ
っ
て
、
そ
の
額
を
基
準
に
絹
吊
の
夏
税
正
税
化
が
図
ら
れ
た
地
域
で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
宋
初
、
ど
の
程
度
の
地
域
的
広
が
り
を
も
っ
て
「
税
銭
」
が
存
在
し
て
い
た
か
を
検
証
す
る
た
め
に
は
、
間
接
的
な
が
ら
、
　
『
永
楽
大

典
』
巻
七
五
〇
五
、
倉
、
常
平
倉
三
に
引
く
『
中
書
備
対
』
に
記
載
す
る
、
熈
寧
九
年
（
一
〇
七
六
）
の
諸
路
免
役
銭
徴
収
基
準
が
参
考
に
な
る
。

　
そ
れ
に
よ
る
と
、
坊
郭
戸
は
捌
と
し
て
、
基
準
に
田
土
面
積
や
畜
力
を
と
ら
ず
、
　
「
税
銭
」
を
採
用
し
た
地
域
は
、

　
　
江
南
東
・
西
路
、
福
建
路
、
広
南
東
・
西
路

の
五
路
の
全
域
で
あ
り
、
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両
漸
路
、
剖
湖
南
路
、
梓
州
路
、
成
都
府
路

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

の
要
路
で
は
艦
内
の
一
部
で
「
税
銭
」
基
準
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
華
北
諸
塚
で
は
、
五
代
以
来
、
　
「
税
銭
し
に
椙
当
す
る
も
の
は
存
在
し
な

か
っ
た
が
、
熈
寧
九
年
に
は
す
で
に
方
田
均
税
法
の
施
行
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
郷
村
で
は
全
て
「
田
豊
頃
畝
」
が
基
準
と
さ
れ

　
　
㊧

て
い
る
。
　
江
南
東
・
雲
路
と
福
建
路
に
つ
い
て
は
路
内
金
域
で
　
「
税
銭
」
　
（
福
建
で
は
「
産
銭
扁
）
基
準
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
前
に
見
た
「
均

税
」
が
全
路
に
わ
た
っ
て
遂
行
さ
れ
た
こ
と
を
裏
づ
け
る
。
そ
こ
で
華
北
諸
路
及
び
江
南
東
・
酉
、
福
建
路
を
除
き
、
　
「
税
銭
」
基
準
を
採
用

し
た
地
域
の
、
宋
初
の
状
態
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
広
南
は
、
元
来
絹
畠
生
産
の
少
な
い
地
域
で
あ
っ
た
た
め
、
威
望
元
年
（
九
九
八
）
に
は
、
こ
の
地
域
に
課
せ
ら
れ
た
絹
吊
の
額
を
「
麻
苧
頃

畝
」
に
換
算
し
、
絹
布
に
代
え
て
麻
布
を
納
め
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
時
に
は
「
税
銭
」
の
存
在
を
確
認
で
き
な
い
が
、
十
一
世
紀
半
ば
に
な
る

と
、

　
　
広
南
西
路
囎
夏
斜
幌
布
、
旧
例
毎
匹
折
銭
二
百
。
　
（
『
長
編
』
鵬
管
一
七
四
、
再
呈
祐
五
年
（
一
〇
五
三
）
六
月
癸
未
）

と
い
い
、
す
で
に
「
税
銭
」
額
を
基
準
と
す
る
麻
布
折
納
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
両
漸
路
に
つ
い
て
は
、

　
　
漸
西
艮
学
堂
有
物
力
。
自
暴
以
東
、
多
以
田
産
営
生
、
往
年
造
簿
、
山
県
常
以
税
銭
、
余
処
以
物
力
量
排
。
不
必
斉
之
漕
法
。
（
『
宋
会
要
』
食
貨
一
一
、

　
　
版
籍
、
元
豊
元
年
（
一
〇
七
八
）
十
二
月
九
日
）

と
い
う
よ
う
に
、
免
役
銭
徴
収
が
行
わ
れ
た
の
ち
で
も
、
五
等
版
簿
に
お
け
る
戸
等
分
立
の
基
準
は
胃
内
で
統
一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ

は
、
前
に
も
見
た
よ
う
に
、
太
平
興
国
二
年
の
無
税
の
際
、
　
「
税
銭
」
方
式
に
よ
る
税
制
の
整
備
が
、
全
路
に
わ
た
っ
て
徹
底
し
な
か
っ
た
た

め
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
四
川
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
上
～
〕

　
　
応
四
川
管
内
州
府
軍
・
県
、
A
聖
堂
所
納
両
紺
祝
銭
、
折
科
」
匹
「
｛
吊
、
並
依
逐
州
み
仕
市
毎
月
三
旬
時
鐘
価
例
舞
納
。
　
（
『
｛
木
ム
調
要
』
食
貨
七
〇
、
齢
賦
謝
祝
雑
録
、
開
宝
六
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年
（
九
七
三
）
六
月
）

と
い
う
よ
う
に
、
国
初
開
宝
六
年
に
は
す
で
に
「
両
掛
銭
」
額
を
市
価
で
網
羅
に
折
科
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
華
北
に
お
い
て
も
江
南
に

お
い
て
も
、
五
代
の
時
期
に
は
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
「
両
税
銭
」
の
呼
称
が
な
お
存
続
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
が
、
四
州

で
は
そ
の
後
こ
の
呼
称
は
姿
を
消
し
、
や
は
り
「
税
銭
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
十
一
世
紀
後
半
、
新
法
派
に
属
す
る
呂
陶
（
浄
徳
）
が
、
差
役
法

時
代
の
版
籍
に
関
し
て
、

　
　
臣
伏
見
、
成
都
府
・
梓
崖
路
、
乱
丁
只
於
人
戸
税
銭
上
、
依
等
第
差
役
。
　
（
『
宋
名
臣
奏
議
』
巻
二
五
七
、
　
「
早
漏
定
坊
郭
之
法
難
寛
民
力
疏
」
）

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
成
都
府
・
梓
州
両
分
は
、
免
役
銭
徴
収
基
準
に
「
鮮
麗
」
を
採
用
し
た
地
域
に
そ
の
ま
ま
相
当
す
る
。

　
以
上
見
た
よ
う
に
、
免
役
銭
徴
収
基
準
と
し
て
「
税
銭
」
を
採
用
し
た
地
域
は
、
宋
初
以
来
そ
の
存
在
を
確
認
で
き
る
地
域
で
あ
り
、
逆
に

そ
の
存
在
を
確
認
で
き
な
い
華
北
諸
路
と
は
、
心
立
っ
た
対
比
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
威
平
三
年
の
戸
部
の
措
置
、
す
な
わ
ち
「
税
銭
」
額
と
の
対
応
に
よ
っ
て
親
心
本
色
の
絹
吊
の
納
入
額
を
定
め
る
方
式
が
採
用
さ
れ
た
前
提

に
は
、
遅
く
と
も
そ
れ
ま
で
に
、
五
代
以
来
、
江
南
諸
地
域
に
生
じ
て
い
た
両
軽
科
徴
方
法
の
不
統
一
が
、
　
「
税
銭
」
方
式
に
よ
っ
て
整
備
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
免
役
銭
の
徴
収
基
準
に
「
税
銭
」
を
採
用
し
た
諸
地
域
は
、
十
一
世
紀
初
め
頃
ま
で
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
税
銭
」
方
式
に
よ
る
税
制
の
整
備
が
、
ほ
ぼ
完
了
し
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
税
制
の
整
備
を
踏
ま
え

て
遂
行
さ
れ
た
編
吊
の
夏
税
本
色
化
に
よ
っ
て
、
両
富
尾
徴
方
法
に
お
け
る
、
五
代
以
来
の
南
北
の
地
域
差
は
ひ
と
ま
ず
解
消
さ
れ
、
形
式
上

統
一
さ
れ
た
「
両
税
版
籍
」
の
作
成
も
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
諸
路
の
金
銀
銭
遣
糧
草
雑
物
の
上
面
の
「
歳
額
」
が
始
め
て
定
め
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
た
の
が
、
大
中
祥
符
元
年
（
一
〇
〇
八
）
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
こ
う
し
た
税
帳
の
整
備
と
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
①
　
『
長
編
』
巻
脳
、
乾
徳
　
7
5
年
夏
四
月
辛
亥
「
又
令
諸
撚
受
民
叢
書
、
不
得
称
分
　
　
　
夫
「
講
論
に
お
け
る
穀
物
の
粗
色
と
細
色
に
つ
い
て
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
三
六
1

　
　
豪
勺
鉄
厘
糸
忽
。
銭
必
成
文
、
絹
吊
成
尺
、
粟
成
升
、
糸
綿
成
両
、
薪
藁
成
束
、
　
　
　
　
　
三
、
一
九
七
七
）
参
照
。

　
　
金
銀
無
銭
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
『
朱
大
詔
令
集
』
巻
一
八
三
、
政
事
三
六
、
賦
漱
「
敷
、
開
封
府
管
内
郷
村
人

　
②
　
　
「
倉
式
例
」
　
「
倉
例
」
に
よ
る
穀
物
絹
互
の
換
算
率
に
つ
い
て
は
、
小
野
寺
郁
　
　
　
　
　
下
等
、
省
本
府
奏
、
今
年
夏
税
、
鎧
窓
、
人
戸
綴
都
当
山
、
送
納
価
銭
。
乞
将
小

68　（672）



宋代における両税の折納について（島居）

　
麦
与
紬
絹
・
見
二
等
、
令
人
戸
前
便
折
納
。
…
…
今
覧
奏
瞭
、
特
宜
依
允
、
宜
依

　
肉
太
。
取
人
戸
穏
便
、
依
倉
式
例
折
納
諸
色
楠
町
井
綿
紬
絹
見
銭
、
故
蕪
榜
示
、

　
各
令
知
悉
」
。

④
　
　
『
宋
会
要
』
食
貨
七
〇
、
賦
税
雑
録
、
至
道
元
年
八
月
「
京
邑
諸
梁
、
凡
欠
夏

　
税
正
嘉
鰭
斗
井
蚕
食
塩
・
麻
鮭
、
並
令
折
尾
大
麦
…
…
詔
御
史
台
、
劾
三
司
・
司

　
禄
・
倉
司
官
吏
、
民
所
欠
租
税
、
以
榮
豆
・
大
小
麦
、
取
便
輸
納
品
。

⑤
『
宋
会
要
』
食
貨
…
二
、
戸
口
、
太
宗
淳
化
四
年
三
月
詔
「
戸
口
税
繍
帳
籍
、

　
皆
不
整
…
…
令
知
州
〔
通
〕
判
、
共
為
…
状
、
県
令
簿
尉
、
共
融
【
状
、
限
一
月

　
内
附
駅
留
聞
」
。

⑥
『
白
扇
要
』
食
貨
七
〇
、
賦
税
雑
録
、
至
道
元
年
穴
月
「
令
諸
藩
重
造
両
税
版

　
籍
、
頒
其
式
於
天
下
。
凡
一
県
所
管
若
干
戸
、
夏
秋
二
税
〔
苗
畝
〕
桑
功
、
正
税

　
及
縁
科
物
、
用
大
紙
作
長
巻
…
…
」
（
〔
　
〕
内
は
『
長
編
』
巻
三
八
、
同
年
月
条

　
に
よ
り
補
う
）
。

⑦
　
B
野
開
三
郎
「
五
代
藩
鎮
の
挙
寧
日
と
北
雪
山
の
預
買
絹
」
（
『
軍
門
』
一
六
）
、

　
曾
我
部
静
雄
「
南
宋
の
和
買
絹
及
び
折
齢
銭
の
研
究
」
（
『
宋
代
財
政
史
』
所
収
）

　
参
照
。

⑧
加
藤
繁
『
唐
宋
上
代
に
於
け
る
金
銀
の
研
究
』
上
、
第
二
渡
合
六
節
、
第
三
章

　
第
三
節
、
宮
崎
市
定
前
章
註
⑳
書
第
三
悪
熱
四
節
、
佐
藤
武
敏
『
耀
眩
古
代
絹
織

　
物
史
研
究
』
下
、
第
四
編
第
三
章
等
参
照
。

⑨
梅
原
郁
「
北
宋
期
の
布
吊
と
財
政
問
題
－
和
預
買
を
中
心
に
一
」
（
『
史
林
隔
四

　
七
一
二
、
　
一
九
六
四
）
参
照
酬
。

⑩
　
宮
崎
市
定
註
⑧
前
掲
白
蒸
照
章
参
照
。

⑧
　
周
藤
吉
之
「
樋
代
の
両
税
負
担
一
特
に
毎
畝
の
両
税
額
に
つ
い
て
一
」
（
『
中
国

　
土
地
制
度
史
研
究
隔
所
収
）
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
先
駆
的
研
究
で
あ
り
、
以

　
下
，
拠
る
所
多
い
が
、
こ
こ
で
は
氏
の
分
析
で
は
不
充
分
だ
と
思
わ
れ
る
「
税
銭
」

　
と
納
税
本
色
と
の
対
応
を
中
心
に
検
討
を
加
え
る
。

＠
　
『
新
安
志
』
巻
二
、
叙
貢
賦
、
「
補
則
」
。
因
み
に
中
田
園
（
毎
重
税
銭
一
五
〇

　
文
）
の
悪
税
は
紬
三
寸
、
絹
一
尺
二
寸
五
分
、
布
五
寸
、
綿
二
銭
、
見
銭
四
三
文

　
七
分
五
厘
、
塩
銭
九
文
、
脚
銭
八
文
。
下
田
園
（
毎
畝
編
銭
一
〇
〇
文
）
の
夏
税

　
は
紬
一
寸
二
分
、
絹
一
尺
五
寸
、
布
二
寸
五
分
、
綿
一
銭
、
見
銭
一
　
七
文
七
分
五

　
厘
、
喚
鐘
六
文
、
㎜
脚
銭
六
文
。

⑬
同
「
雑
業
」
。
雑
銭
凡
三
色
、
皆
無
於
五
代
割
拠
時
。
称
塩
魚
者
、
官
拠
口
給

　
食
塩
而
敷
其
直
。
九
重
銭
潜
、
給
民
訴
、
使
得
醸
酒
、
三
帰
其
麹
之
復
於
官
。
称

　
脚
銭
者
、
毎
貫
出
銭
五
十
、
以
備
解
発
至
広
陵
。
慰
書
唐
之
末
、
溌
南
産
塩
之

　
郡
、
為
周
世
宗
幅
下
、
無
以
給
民
、
鶴
三
眠
所
得
口
数
、
紐
為
正
税
、
但
輸
之
。

　
及
圏
家
醜
平
懸
乱
、
酒
酷
在
官
、
不
後
給
麹
。
禰
転
輸
之
費
、
出
於
公
団
。
有
司

　
因
循
失
於
申
諮
、
毎
頭
並
一
貫
者
、
緩
存
此
三
色
、
為
銭
三
貫
写
実
五
十
、
総
名

　
日
雑
銭
。
別
口
言
之
、
則
田
塩
銭
・
認
証
・
脚
銭
、
亦
裏
銘
銭
・
脚
銭
・
見
銭
。

　
凡
為
銭
五
万
繕
有
奇
。

⑭
前
註
に
引
い
た
原
文
に
「
毎
税
銭
～
貫
者
、
軌
存
此
ヨ
色
、
為
銭
三
貫
九
菖
五

　
十
」
と
見
え
る
。
こ
の
「
三
貫
九
百
五
十
文
」
の
額
は
、
上
臓
園
の
「
雑
銭
」
計

　
七
九
文
の
五
〇
倍
、
す
な
わ
ち
五
〇
畝
分
に
桐
当
す
る
。
上
田
園
の
五
〇
畝
分
の

　
「
税
銭
」
額
は
十
貫
と
な
る
か
ら
、
原
文
の
二
」
は
「
十
」
の
誤
り
と
見
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
註
⑫
の
銭
額
に
よ
っ
て
中
・
下
田
園
の
「
雑
銭
」
額
の

　
「
税
銭
」
額
中
に
占
め
る
比
率
を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
約
避
九
・
五
％
と
な
る
。

⑮
岡
⑬
。
其
後
有
司
不
直
令
満
願
、
従
而
折
変
替
。
故
於
税
網
之
外
、
日
折
銭

　
絹
。
税
紬
之
外
、
有
折
銭
紬
。
纏
綿
之
外
、
有
数
銭
綿
。
菌
米
之
外
、
有
折
銭

　
米
。
苗
麦
之
外
、
有
折
銭
麦
。
其
多
寡
歳
歳
不
同
。
然
旧
制
、
郡
納
紬
絹
、
毎
匹

　
不
過
数
両
、
故
絹
折
銭
七
菖
七
十
、
紬
煮
繭
七
百
三
十
一
、
布
折
銭
三
百
五
十
、

　
綿
一
両
正
耗
折
銭
六
十
一
　
文
五
分
、
猶
為
相
輿
。
自
頃
物
吊
益
好
、
価
自
益
高
、

　
而
上
露
碑
面
、
猶
如
其
故
、
大
繭
数
倍
於
五
万
紺
之
数
。

⑯
　
原
文
。
宋
代
道
傍
、
失
於
螢
革
、
然
尚
視
田
土
之
臆
痔
、
無
為
四
等
。
臼
上
、

　
日
中
、
日
下
、
日
不
及
等
。
欝
考
之
、
上
等
・
中
等
者
、
田
鼠
夏
有
瀬
、
秋
有
米

　
四
升
五
合
或
五
升
。
地
則
夏
有
糸
・
綿
・
大
小
麦
。
下
等
之
由
、
則
図
無
綿
、
秋
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三
廻
闘
升
五
合
。
地
劉
夏
型
糸
・
綿
・
大
小
麦
。
不
及
等
者
田
、
則
夏
税
無
幾
、

　
秋
米
一
升
。
地
響
夏
税
絹
一
分
、
揚
銭
一
文
燗
巳
。

⑰
　
『
淳
祐
馨
川
志
』
巻
六
、
叙
賦
、
税
。
　
「
国
初
尽
削
銭
氏
白
檀
之
目
。
遣
右
補

　
闘
里
・
氷
・
窟
囲
象
細
心
、
　
久
U
輪
爪
逓
馬
、
　
均
定
税
数
。
　
ロ
ハ
作
日
出
丁
・
下
両
等
。
　
出
T
m
四
［
畝
夏

　
税
銭
四
文
四
分
、
秋
米
八
升
。
下
田
一
驚
銭
三
文
三
分
、
米
七
升
陽
合
」
。
な
お

　
識
⑲
参
照
。

⑱
『
玉
響
志
』
巻
難
中
、
税
賦
。

⑲
『
淳
照
厳
山
志
』
巻
一
〇
、
版
籍
類
一
、
墾
田
。
初
偽
閾
時
、
墾
田
一
万
四
千

　
一
百
四
十
三
頃
一
十
六
畝
有
奇
、
白
無
銭
二
万
三
百
八
十
四
貫
照
隠
有
斎
、
餅
聾

　
九
万
二
千
七
衝
余
石
。
皇
朝
太
平
興
国
五
年
有
言
、
両
断
大
戸
程
賦
反
軽
、
貧
下

　
之
家
輸
納
則
重
〔
原
融
、
是
時
本
州
隷
両
三
〕
。
給
費
朝
臣
王
永
・
高
象
先
、
赴

　
州
黒
雲
。
於
是
官
私
田
産
、
築
無
爵
量
。
濫
発
翼
壁
白
配
陣
米
、
変
常
額
均
定
、

　
総
夏
税
銭
二
万
三
百
八
十
四
貫
有
奇
、
黄
米
十
七
万
三
千
九
百
磐
石
〔
原
註
、
威

　
平
初
始
分
折
科
〕
。

⑳
同
右
。
謡
講
著
作
佐
郎
李
妥
再
至
、
始
鰯
異
時
諸
雑
沿
徴
物
色
。
更
以
官
私
田

　
産
、
均
田
中
下
面
等
定
税
。
中
田
晦
出
銭
四
文
四
分
・
米
八
升
、
下
田
晦
三
文
七

　
分
・
米
七
升
四
勺
。
園
陶
一
十
文
、
丁
人
輪
銭
百
。
総
夏
蔦
銭
一
万
五
千
六
十
三

　
貫
二
百
六
文
、
米
一
十
万
二
千
五
酉
二
十
八
石
鳶
凧
六
升
五
合
。

⑳
　
同
調
。
威
謡
初
、
夏
税
即
身
丁
銭
、
総
二
万
九
千
七
百
四
十
四
貫
有
奇
。
大
中

　
祥
符
四
年
、
詔
放
身
丁
銭
、
独
夏
毛
七
千
六
十
九
貫
有
奇
。

⑫
　
同
、
巻
一
七
、
財
威
霊
、
歳
費
、
二
税
・
塊
役
。
久
例
、
以
三
千
六
善
九
十

　
貫
、
折
科
紬
一
千
匹
、
稗
布
一
万
匹
、
小
麦
一
千
五
蒼
石
〔
原
註
、
紬
毎
匹
元
折

　
｛
麗
銭
六
甲
臼
五
十
文
、
稗
茶
壷
聾
一
躍
折
廓
関
銭
二
王
【
四
十
四
文
、
小
麦
毎
斗
一
兀
折
産
銭

　
酋
十
七
。
逓
年
分
三
下
十
二
県
、
仰
脚
数
於
五
等
人
戸
産
銭
上
科
折
、
丁
令
公

　
平
〕
。

⑳
　
註
⑲
引
用
文
末
尾
の
原
註
に
よ
る
。

⑭
両
日
路
は
「
於
郷
村
、
以
田
土
経
籍
二
百
・
税
銭
・
茄
誕
生
畝
均
定
」
と
さ
れ
、

　
三
つ
の
基
準
を
併
用
し
て
い
る
の
は
、
路
内
の
地
域
差
の
反
映
と
見
ら
れ
る
。
鋼

　
湖
南
路
で
「
税
銭
」
を
採
用
し
た
の
は
道
・
柳
二
州
、
梓
州
路
で
は
梓
州
・
遂
州

　
・
普
州
・
渠
州
・
広
安
軍
の
樹
間
・
祈
明
両
県
・
懐
懸
軍
。
成
都
府
路
で
は
成
都

　
府
及
び
彰
・
漢
・
耶
・
蜀
・
伸
俊
・
簡
∵
嘉
・
眉
・
雅
の
諸
…
州
。

⑳
　
北
宋
期
、
華
北
に
お
い
て
「
税
銭
」
の
存
在
を
検
証
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
十
世
紀
末
、
開
封
府
に
「
随
畝
地
銭
」
な
る
税
臼
が
見
ら
れ
る
が
　
（
『
宋
会
要
』

　
食
貨
七
〇
、
鰯
放
、
至
道
三
年
閏
十
月
目
）
、
こ
れ
は
附
加
税
で
あ
っ
た
と
思
わ

　
れ
る
。
ま
た
十
一
世
紀
中
ご
ろ
、
河
北
・
河
束
の
民
兵
で
あ
る
「
強
壮
」
の
徴
発

　
の
際
、
三
等
以
上
の
戸
に
、
　
「
馬
銭
」
二
貫
に
つ
き
十
一
を
備
え
さ
せ
た
と
い
う

　
（
『
転
職
』
巻
一
九
一
、
兵
志
五
、
郷
兵
二
、
慶
暦
二
年
条
）
。
筆
者
は
愚
稿
「
宋

　
代
に
お
け
る
戸
等
の
定
立
と
そ
の
機
能
」
　
（
昭
和
藩
閥
年
度
科
研
費
総
合
研
究
㈲

　
『
宋
元
代
の
社
会
と
忌
数
の
総
合
的
研
究
』
所
収
）
に
（
4
穿
い
て
、
こ
れ
を
華
北
に

　
お
け
る
「
税
銭
」
存
在
の
寧
例
と
解
し
た
が
、
江
南
諸
差
と
岡
方
式
の
「
御
銭
」

　
で
は
な
く
、
両
税
塩
銭
と
見
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

⑳
　
『
長
編
』
巻
四
　
三
、
威
平
元
年
秋
七
月
壬
戌
「
先
是
有
繋
、
諸
路
課
罵
種
桑

　
炎
。
広
西
転
運
使
陳
発
隻
上
雷
日
、
臣
所
部
甲
州
、
土
風
木
異
、
国
多
山
石
、
地

　
少
桑
蚕
。
昔
云
八
蚕
之
綿
、
諒
雰
五
山
之
俗
…
…
今
臣
以
躍
家
業
虚
栄
急
、
布
舗

　
為
先
、
悶
勧
論
部
民
、
試
植
麻
苧
、
以
無
塩
折
変
収
市
之
…
…
欲
望
、
自
今
許
以

　
計
器
麻
苧
平
畝
、
折
桑
獲
歌
占
、
請
県
令
佐
、
依
誓
書
歴
為
課
民
訴
布
」
。

⑳
　
な
お
、
京
西
南
路
（
『
中
書
備
対
』
で
は
「
税
銭
」
塞
準
を
採
用
し
て
い
な
い
）

　
の
十
三
で
は
「
本
州
委
宮
照
会
、
今
上
水
陸
田
税
数
、
自
来
於
税
銭
儲
百
上
一
例

　
紐
納
色
額
、
色
調
無
水
陸
頃
面
上
紐
納
税
三
色
額
」
（
『
宋
会
要
』
食
貨
七
〇
、
賦

　
税
雑
録
、
煕
二
四
年
十
月
十
日
、
前
知
襲
州
・
光
禄
郷
史
紹
雷
）
と
い
い
、
田

　
土
を
税
銭
遣
で
蓑
示
し
た
こ
と
が
知
れ
る
と
と
も
に
、
税
銭
表
示
を
行
わ
な
い
場

　
合
、
田
土
面
積
を
基
準
に
直
接
税
額
を
割
り
付
け
る
方
法
を
と
っ
た
こ
と
が
わ
か

　
る
。

⑱
　
陳
傅
良
『
止
斎
先
生
集
』
二
五
、
赴
桂
陽
軍
擬
諸
事
講
堂
第
二
「
国
家
蜷
造
之
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初
、
難
巡
方
単
記
討
論
弊
、
以
天
下
主
査
揚
物
、
尽
名
係
省
、
然
非
尽
取
也
。
当

是
聴
輸
送
、
母
過
需
供
、
而
上
洪
来
嘗
立
額
…
…
自
建
隆
至
景
徳
四
五
十
年
夷
。

応
在
金
銀
銭
吊
糧
食
雑
物
、
以
七
千
｝
衝
四
十
八
万
計
、

蔵
天
下
突
。
大
中
祥
符
光
年
、
三
司
奏
立
諸
賂
歳
額
」
。

在
州
郡
不
眠
、
可
謂
富

第
三
章
　
宋
代
両
税
の
折
納
方
式
と
折
納
価
格

宋代における両税の折納について（島居）

　
「
税
銭
」
額
を
基
準
と
す
る
耐
暑
の
夏
税
本
色
化
が
江
南
諸
路
で
行
わ
れ
た
後
、
夏
秋
正
税
の
諸
項
目
は
形
式
上
全
国
的
に
統
一
さ
れ
、
こ

う
し
て
整
備
さ
れ
た
科
徴
方
法
の
も
と
で
、
様
々
の
形
態
で
の
心
血
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
章
で
は
、
宋
代
に
お
け
る
両
税
の
折
回

が
、
い
か
な
る
理
由
と
目
的
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
か
、
そ
の
幾
つ
か
の
形
態
を
分
析
し
な
が
ら
、
折
納
価
格
の
決
定
方
法
及
び
銭
納
問
題
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
節
　
折
紬
と
市
価
と
の
関
係

　
踏
代
両
税
の
蟷
螂
に
お
い
て
、
注
意
す
べ
き
点
は
、
隠
事
を
血
税
本
色
化
す
る
際
の
折
納
、
す
な
わ
ち
「
税
銭
」
額
を
絹
畠
額
に
換
算
す
る

際
の
折
納
と
、
血
税
本
色
化
し
た
後
、
見
銭
を
含
む
他
物
と
の
間
で
行
わ
れ
る
怠
納
と
が
、
制
度
上
持
つ
意
味
の
相
違
で
あ
る
。
前
者
の
折
丁

は
、
要
す
る
に
夏
税
絹
綾
（
及
び
、
地
域
に
よ
っ
て
は
小
麦
・
雑
事
）
の
納
入
額
を
割
り
付
け
る
基
準
値
と
し
て
「
帯
留
」
額
を
用
い
る
だ
け
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
わ
ば
不
可
逆
的
な
怠
納
で
あ
る
。
従
っ
て
、
絹
吊
額
か
ら
「
税
銭
」
額
に
立
ち
戻
っ
て
、
そ
の
額
を
銭
納
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
に
対

し
後
者
の
折
納
は
、
原
則
と
し
て
市
場
価
格
に
基
づ
き
な
が
ら
、
曇
霞
を
含
む
様
々
な
物
品
と
の
間
で
、
広
範
に
行
わ
れ
る
。

　
こ
の
両
者
の
相
違
は
、
折
納
価
格
と
市
価
と
の
関
係
の
面
に
表
わ
れ
る
。
例
え
ば
福
州
で
は
、
前
章
第
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
威
平
初
の
時

点
で
、
　
「
産
銭
」
額
を
紬
一
疋
六
五
〇
文
、
碑
布
一
疋
二
四
四
文
、
小
麦
毎
斗
四
七
文
に
折
価
し
、
以
後
「
疾
病
」
と
な
し
て
い
た
。
し
か
し

南
下
淳
煕
年
間
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
価
は
四
貫
、
一
貫
六
〇
〇
文
、
四
三
〇
文
に
な
っ
て
お
り
、
換
算
価
格
と
し
て
、
六
～
九
倍
の
上
昇
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

見
な
が
ら
、
　
門
産
銭
」
の
折
価
は
固
定
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
は
、
　
「
定
案
」
の
折
変
（
所
謂
『
異
変
之
賦
』
）
の
場
合
に
も
生
じ

　
　
③

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
ず
る
の
は
、
　
「
税
銭
」
額
か
ら
の
折
算
に
よ
っ
て
、
網
三
等
の
納
入
量
が
匹
丈
尺
寸
意
の
単
位
で
定
め
ら
れ
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る
た
め
で
あ
る
。

　
市
場
価
格
の
上
昇
に
比
例
し
て
、
　
「
悪
銭
」
額
と
折
価
を
正
し
く
対
応
さ
せ
る
た
め
に
は
、
折
価
を
増
額
し
て
絹
地
等
の
納
入
量
を
減
ら
す

か
、
或
い
は
逆
に
「
税
銭
」
額
を
引
き
上
げ
る
か
、
い
ず
れ
か
の
操
作
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
前
者
に
つ
い
て
は
、
絹
畠
需
要
の
面
か
ら
到

底
不
可
能
で
あ
り
、
た
と
え
絹
吊
の
み
折
価
を
変
更
し
た
と
し
て
も
、
他
物
の
市
価
と
の
関
係
を
破
壊
し
、
折
納
制
の
運
用
に
支
障
を
き
た
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ま
た
後
者
に
つ
い
て
は
、
　
「
税
銭
」
額
は
、
免
役
銭
や
折
吊
銭
の
科
徴
な
ど
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
た
め
、
徴
税
体
系
全
体
に
影
響
を
及
ぼ

す
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
も
変
更
不
可
能
で
あ
る
。
市
価
と
の
関
係
に
お
い
て
表
わ
れ
る
一
見
不
合
理
な
現
象
は
、
　
「
税
銭
」
額
を
基
準
に
夏
芽

諸
本
色
を
定
め
た
江
南
諸
地
域
の
両
税
科
徴
方
法
そ
れ
自
体
の
矛
盾
に
起
因
す
る
も
の
と
い
え
る
。

　
一
旦
定
め
ら
れ
た
夏
秋
両
税
の
諸
本
色
を
他
物
で
納
め
さ
せ
る
際
の
折
納
は
市
価
に
基
づ
い
て
行
う
こ
と
を
原
則
と
し
た
。
た
だ
、
宮
府
の

恣
意
乃
至
違
法
に
よ
り
不
当
な
折
価
が
定
め
ら
れ
る
場
合
は
別
と
し
て
も
、
折
価
の
全
て
を
市
価
に
依
拠
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
一
口

に
市
価
と
い
っ
て
も
、
現
実
の
商
品
流
通
に
お
い
て
も
、
需
給
関
係
や
地
域
の
生
産
構
造
の
特
質
な
ど
の
諸
要
因
に
規
定
さ
れ
、
季
節
ご
と
月

ご
と
に
常
に
変
動
し
て
お
り
、
地
方
市
揚
圏
内
部
に
お
い
て
さ
え
、
認
る
物
品
の
市
場
価
格
は
、
高
低
の
幅
を
も
っ
て
存
在
す
る
の
が
常
態
で

あ
る
。
市
価
に
よ
る
折
納
は
、
時
期
的
に
変
動
し
、
か
つ
一
定
の
幅
を
も
っ
て
存
在
す
る
市
場
価
格
に
対
応
し
な
が
ら
運
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
節
　
折
納
の
諸
形
態
と
折
納
価
格

　
折
納
価
格
は
、
黒
穂
を
行
う
理
由
や
目
的
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
も
、
異
っ
た
決
定
方
法
が
採
用
さ
れ
た
。
従
来
、
宋
代
の
両
税
折
納
に
つ
い

て
は
、
そ
の
恣
意
性
や
地
方
官
の
違
法
行
為
、
或
い
は
折
価
と
市
価
の
ず
れ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
事
実
上
の
収
奪
強
化
と
い
っ
た
面
が
強
調
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
絹
吊
生
産
ひ
と
つ
を
取
っ
て
み
て
も
か
な
り
の
地
域
差
を
も
つ
聖
代
の
生
産
構
造
に
対
応
し
て
、
形
式
上
統
一
さ

れ
た
科
徴
方
法
に
則
っ
て
実
現
さ
れ
る
両
税
収
販
は
、
悟
得
欄
を
媒
介
に
し
な
け
れ
ば
運
用
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
折
納
欄
が
一
個
の
制

度
と
し
て
も
つ
そ
れ
な
り
の
合
理
的
側
面
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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宋代における両税の折納について（島居）

　
ま
た
、
折
納
の
対
象
と
な
る
諸
物
品
は
、
す
で
に
全
国
的
に
形
成
さ
れ
た
銅
銭
流
通
経
済
の
も
と
で
、
現
実
に
商
品
と
し
て
そ
の
機
能
を
果

た
し
て
い
る
。
宋
代
の
両
高
科
徴
は
確
か
に
現
物
納
付
の
色
彩
が
強
い
が
、
そ
れ
は
決
し
て
所
謂
「
現
物
経
済
」
に
対
応
し
て
と
ら
れ
た
納
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

方
法
で
は
な
い
。
両
親
藩
納
に
お
け
る
銭
納
の
事
例
を
収
集
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
塾
代
貨
幣
経
済
の
発
達
に
直
接
結
び
つ
け
る
見
解
も
あ
る

が
、
そ
う
し
た
評
価
が
妥
当
か
ど
う
か
は
、
折
嫌
欄
全
体
の
中
に
占
め
る
銭
納
の
位
置
づ
け
如
何
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
一
）
　
準
本
色
と
し
て
常
態
化
し
た
折
納

　
威
平
三
年
に
江
南
で
絹
畠
が
夏
税
本
色
化
し
て
以
降
、
お
お
む
ね
夏
税
は
船
影
・
大
小
麦
・
駅
留
、
秋
税
は
苗
米
・
雑
銭
を
そ
れ
ぞ
れ
本
色

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
し
て
科
徴
す
る
形
式
が
全
国
的
に
整
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
地
方
に
よ
っ
て
は
絹
昂
や
苗
米
そ
の
他
の
生
産
が
僅
少
、
或
い
は
皆
無
の
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

も
あ
る
わ
け
で
、
こ
の
場
合
、
そ
れ
に
代
る
当
地
の
産
物
を
聴
納
さ
せ
る
措
置
が
と
ら
れ
る
。
こ
れ
は
折
納
制
の
本
来
の
目
的
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
四
川
の
産
茶
地
で
は
、
穀
物
生
産
を
行
わ
な
い
た
め
、
賦
税
は
全
て
茶
で
折
科
し
、
河
北
の
塩
分
多
く
五
穀
を
生
じ
な
い
地
方
で
は
、
塩
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

両
税
を
納
め
さ
せ
て
い
た
。
絹
畠
生
産
の
少
な
い
短
編
で
、
絹
布
の
代
り
に
麻
布
を
納
め
さ
せ
て
い
た
こ
と
は
前
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

江
南
西
路
の
奥
州
皇
陵
県
の
よ
う
に
、
税
米
を
船
舶
用
の
材
木
で
折
納
さ
せ
て
い
た
所
も
あ
る
。
ま
た
、
南
宋
に
入
る
と
、
両
漸
の
水
田
地
帯

で
新
た
に
飽
田
が
造
成
さ
れ
、
こ
れ
に
割
り
付
け
た
夏
税
の
紬
絹
本
色
及
び
折
吊
銭
の
額
を
、
米
で
折
納
さ
せ
、
毎
年
の
「
畠
田
米
」
に
亀
入

　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
た
例
が
あ
る
。
ま
た
太
平
州
で
は
、
秋
税
の
う
ち
、
布
・
豆
の
二
項
は
産
出
し
な
い
た
め
、
毎
年
一
銭
で
折
納
さ
せ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
、
そ
の
時
限
り
の
磯
船
で
は
な
く
、
当
該
地
方
に
お
け
る
事
実
上
の
本
色
と
し
て
固
定
さ
れ
た
、
い
わ
ば
準
本
色
と
し
て
常
態
化
し
た

折
納
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
夏
税
絹
畠
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
本
色
納
入
を
強
制
し
て
、
見
銭
や
他
物
に
よ
る
納
入
を
認
め
な
か
っ
た
例
も
多
い
。

　
常
州
晋
直
営
で
は
、
生
産
構
造
の
変
化
に
よ
り
絹
畠
生
産
が
廃
絶
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
本
色
絹
吊
額
が
存
続
し
た
た
め
、
民
戸
は
他
処
で
絹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

畠
を
購
入
し
た
上
で
こ
れ
を
納
め
て
い
た
し
、
桑
柘
裁
培
の
行
わ
れ
な
い
蘇
州
・
秀
州
の
郷
村
で
は
、
夏
税
絹
畠
は
商
人
か
ら
購
買
し
た
絹
吊

　
　
　
　
　
　
⑭

で
納
税
し
て
い
た
。
絹
畠
が
他
の
物
品
と
比
べ
て
特
に
官
に
よ
る
需
要
が
大
き
か
っ
た
た
め
に
か
か
る
事
態
が
生
じ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
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納
税
者
側
で
の
購
買
を
前
提
と
す
る
現
物
納
付
は
、
貨
幣
経
済
・
商
品
流
通
の
基
盤
の
上
に
な
さ
れ
る
物
納
の
強
欄
で
あ
る
点
に
注
意
す
る
必

要
が
あ
る
。

　
（
二
）
　
便
法
と
し
て
の
折
納

　
こ
こ
で
便
法
と
い
う
の
は
、
微
税
技
術
上
の
便
宜
の
措
置
と
い
う
意
味
で
、
具
体
的
に
は
賢
宰
・
欝
欝
の
納
入
量
の
零
細
部
分
、
　
「
税
銭
」

額
か
ら
の
割
り
付
け
に
伴
っ
て
生
ず
る
絹
吊
の
匹
段
未
満
の
端
数
部
分
の
処
理
方
法
と
し
て
、
ま
た
、
山
間
僻
地
で
苗
米
輸
送
の
不
便
な
土
地

に
対
し
て
特
に
許
可
さ
れ
る
便
法
と
し
て
の
銭
納
を
指
す
。

　
絹
扇
の
端
数
部
分
に
つ
い
て
は
、
何
芦
か
を
合
併
し
て
整
数
値
と
な
し
て
納
付
さ
せ
る
、
所
謂
「
合
冊
就
整
」
方
式
の
弊
が
大
き
い
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

国
初
か
ら
す
で
に
そ
の
部
分
を
銭
納
す
る
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
餅
斗
の
端
数
部
分
に
つ
い
て
は
、
秋
苗
の
残
零
（
未
納
）
部
分
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

限
り
、
そ
の
銭
納
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
他
、
納
税
期
限
が
過
ぎ
た
後
、
椅
絆
し
た
（
す
な
わ
ち
残
品
の
）
夏
税
絹
吊
を
、
見
学
で
折
納
さ

　
　
　
　
　
　
⑰

せ
た
事
例
も
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
銭
荘
に
共
通
す
る
点
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
折
価
が
、
　
「
実
直
上
価
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
『
慶
元
条
法
酒
類
』
巻
四
七
、

賦
役
門
一
、
受
納
税
租
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
諸
税
租
、
本
戸
布
畠
不
成
端
匹
、
米
穀
不
成
升
、
糸
綿
不
難
題
、
柴
蕎
不
成
束
、
聴
依
納
月
実
直
上
価
納
銭
。

と
あ
り
、
端
数
の
銭
納
は
「
納
月
実
直
上
価
」
に
よ
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
お
り
、
同
じ
く
巻
三
二
、
財
用
門
、
減
縮
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
り

　
　
諸
欠
金
銀
銭
畠
糧
草
及
軍
須
、
並
理
本
色
、
…
…
其
穀
願
以
倉
例
折
納
、
或
納
実
直
上
価
者
、
聴
。

と
あ
り
、
欠
負
（
滞
納
分
）
の
銭
納
も
や
は
り
「
実
直
上
価
」
に
よ
る
と
し
て
い
る
。
　
「
実
直
上
価
」
は
高
低
の
幅
を
も
っ
て
存
在
す
る
布
場
価

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

格
の
高
価
の
も
の
を
指
す
。
滞
納
・
未
納
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
見
銭
で
な
く
、
他
の
穀
物
や
絹
吊
で
折
納
す
る
場
合
に
は
「
漸
滅
実
直
中

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

価
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
対
比
さ
せ
た
場
合
、
納
税
す
る
側
か
ら
見
て
、
銭
納
は
明
ら
か
に
物
納
よ
り
も
不
利
で
あ
る
。
官
府
に
よ
る
物
納

優
先
の
姿
勢
が
、
上
価
・
中
価
の
区
別
に
反
映
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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次
に
、
交
通
の
不
便
な
土
地
で
許
可
さ
れ
た
銭
納
の
事
例
を
見
て
み
よ
う
。

　
南
宋
の
初
め
頃
、
涯
南
西
路
と
江
南
磁
路
の
境
界
に
位
置
す
る
急
潮
で
は
、
上
供
米
茨
を
市
価
に
よ
り
見
隠
で
折
聴
し
て
も
よ
い
こ
と
と
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

れ
た
が
、
そ
の
理
由
は
「
地
、
山
盛
に
居
り
、
行
運
に
心
し
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
両
断
路
の
一
部
地
域
で
、
．
両
税
額
中
一
定
部

分
を
銀
で
折
納
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
が
、
そ
の
対
象
と
さ
れ
た
地
域
は
、
温
・
台
・
処
・
志
州
の
「
水
路
を
通
ぜ
ざ
る
の
去
処
」
に
限
定
さ

　
　
　
⑳

れ
て
い
た
。
ま
た
、
長
安
府
の
二
七
・
新
城
・
昌
化
の
三
后
で
は
「
山
郷
の
人
戸
を
優
撫
せ
ん
が
組
め
に
」
古
く
か
ら
苗
米
の
時
価
に
よ
る
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

納
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
十
三
世
紀
に
な
る
と
、
福
州
長
書
留
で
は
、
陸
の
孤
島
の
如
き
地
理
的
条
件
に
基
づ
き
、
苗
米
の
全
額
を
見
隠
で
折

　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

納
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
全
て
交
通
が
不
便
で
曾
於
の
輸
送
が
困
難
な
地
域
に
許
可
さ
れ
た
銭
（
銀
）
納
で
あ
り
、
福
州
長

渓
県
の
例
を
除
い
て
、
他
は
全
面
的
な
銭
納
化
で
は
な
く
、
銭
納
の
許
容
に
過
ぎ
な
い
点
が
共
通
し
て
い
る
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
苗
代
を
通

じ
て
苗
米
の
細
蟹
は
原
則
と
し
て
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
交
通
の
不
便
を
理
由
と
す
る
怠
納
の
特
殊
例
で
あ
り
、
徴
税

技
術
上
の
便
宜
の
措
置
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
い
か
に
山
間
僻
地
と
い
え
ど
も
、
貨
幣
流
通
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
銭
納
が
不
可
能

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
（
三
）
　
臨
時
に
行
わ
れ
る
折
納

　
（
一
）
で
見
た
準
本
色
の
指
定
が
恒
常
的
な
不
納
で
あ
り
、
（
二
）
で
見
た
銭
納
が
徴
税
技
術
上
の
便
法
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
ふ
つ

う
「
支
愚
意
変
」
と
呼
ば
れ
る
不
定
期
的
な
納
入
物
品
及
び
納
入
先
の
変
更
、
災
傷
に
よ
る
物
資
の
欠
乏
や
、
逆
に
豊
作
に
よ
る
穀
価
の
低
落

な
ど
に
対
応
し
て
、
臨
時
に
行
わ
れ
る
折
納
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
「
支
移
折
変
」
は
、
主
と
し
て
軍
糧
調
達
上
の
目
的
か
ら
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
西
北
辺
国
境
地
帯
の
緊
張
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
頻
繁

に
行
わ
れ
て
、
大
き
な
弊
害
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
原
因
の
半
ば
は
、
事
実
上
の
労
役
に
他
な
ら
な
い
「
支
移
」
に
あ
り
、
半
ば
は
、
不
定
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
強
欄
さ
れ
る
「
折
変
」
に
あ
っ
た
。
　
「
折
変
」
は
、
地
方
官
の
恣
意
で
発
動
し
て
は
な
ら
ず
、
納
税
先
及
び
納
税
物
品
の
変
更
は
、
納
税
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

始
の
半
年
前
に
民
戸
に
通
知
し
、
三
月
前
に
は
毎
戸
の
納
税
額
を
帳
籍
に
記
入
す
る
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
、
ま
た
そ
の
折
価
に
つ
い
て
は
、
『
慶
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元
条
法
事
類
』
巻
四
七
、
賦
役
門
一
、
支
移
折
変
に
、

　
　
諸
人
戸
輸
納
税
租
、
応
支
移
折
変
、
転
運
司
以
納
月
上
旬
時
無
中
墨
准
折
。
有
違
法
者
、
書
信
刑
獄
司
覚
察
奏
劾
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
見
え
、
　
「
納
月
上
旬
の
時
債
」
を
以
て
「
中
価
し
で
折
価
す
る
と
し
て
い
る
。
　
「
中
価
」
と
は
、
　
「
在
概
見
売
煮
干
的
輪
中
価
」
或
い
は

「
中
等
実
直
価
銭
」
と
も
い
う
よ
う
に
、
市
場
価
格
の
平
均
値
を
い
う
。
し
か
し
、
　
「
時
償
」
　
「
中
価
」
と
い
っ
て
も
、

　
　
名
闘
里
言
、
実
記
随
時
、
名
駅
中
潜
、
実
失
邸
中
、
名
帰
依
法
、
其
実
侮
法
。
且
如
六
月
納
麦
、
即
市
司
於
五
月
中
先
減
麦
価
、
帯
留
三
四
分
、
至
折
科

　
　
已
定
、
即
頓
増
価
。
　
（
『
宋
会
要
』
食
貨
七
〇
、
賦
税
雑
録
、
政
和
二
年
（
一
一
一
二
）
八
月
十
八
日
条
）

と
い
う
よ
う
に
、
時
期
を
守
ら
ず
、
佑
価
も
中
庸
を
失
し
、
　
「
市
司
」
の
手
で
悪
質
な
市
場
価
格
の
操
作
が
な
さ
れ
た
り
し
た
。
南
宋
に
入
る

と
、
　
「
中
価
」
の
決
定
は

　
　
碧
潭
折
変
物
鳥
、
至
聖
数
倍
者
。
州
県
漕
司
、
不
興
加
憧
。
欲
望
、
筆
下
賢
路
、
応
今
後
折
科
、
並
令
市
長
・
牙
人
、
以
中
掌
記
佑
。
（
『
宋
会
要
』
食
貨

　
　
七
〇
、
賦
税
雑
録
、
紹
興
二
年
（
一
＝
一
三
）
八
月
二
十
三
日
、
書
風
諌
製
表
浮
言
）

と
い
う
よ
う
に
、
　
「
市
長
」
　
「
賞
遇
」
を
介
し
て
行
わ
せ
よ
う
と
し
、
こ
れ
が
裁
可
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
市
場
へ
の
関
与
の
実
態
に
立
ち
入

る
余
裕
は
な
い
が
、
「
中
井
」
の
佑
定
は
、
「
置
月
上
旬
」
と
い
う
時
期
の
限
定
と
、
市
場
価
格
の
平
均
値
と
い
う
二
つ
の
点
に
お
い
て
、
　
「
折

変
」
の
臨
時
的
不
定
期
的
性
格
に
対
応
し
た
折
納
価
格
の
決
定
方
法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
　
「
支
移
」
を
伴
わ
な
い
、
臨
時
の
折
納
の
場
合
も
、

折
価
は
「
中
価
」
を
原
則
と
し
た
と
見
て
よ
い
。

　
な
お
、
　
「
中
価
」
の
初
見
は
、
管
見
の
限
り
、
　
『
長
編
』
巻
一
七
九
、
至
和
二
年
（
一
〇
五
五
）
五
月
辛
未
の
条
に
、

　
　
詔
河
東
転
運
司
、
今
春
阪
霜
殺
桑
、
其
被
災
州
軍
夏
税
絹
、
聴
依
中
幡
羅
銭
。

　
　
　
　
　
⑳

と
あ
る
も
の
で
、
降
霜
に
よ
る
蚕
桑
の
被
害
に
よ
り
、
夏
税
絹
を
「
中
価
」
で
銭
轡
さ
せ
て
い
る
。
同
じ
銭
納
で
も
「
実
直
上
価
」
に
よ
ら
ず
、

「
中
価
」
に
よ
る
と
し
た
理
由
は
、
こ
の
銭
納
が
端
数
の
処
理
と
い
っ
た
便
法
と
は
異
な
り
、
本
色
が
欠
乏
し
た
事
態
の
も
と
で
の
止
む
を
得

ざ
る
臨
時
の
措
置
と
し
て
行
わ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
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宋代における両税の折納について（島居）

　
腸
内
に
よ
り
本
色
の
物
資
が
欠
写
し
た
場
合
、
お
お
む
ね
夏
税
に
紺
し
て
は
そ
の
年
の
言
託
諸
色
ま
た
は
見
銭
で
、
馬
丁
に
対
し
て
は
見
銭

　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
折
納
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
夏
税
・
秋
税
の
穀
物
相
互
の
問
で
折
納
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
穀
物
相
互
の
間
に
は
、
国
初
以
来
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

「
倉
例
」
に
よ
る
換
算
率
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
市
価
に
よ
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
穀
物
に
よ
る
折
納
の
際
、
市
価
を
基
準
と
す
る

こ
と
と
し
た
の
は
、
熈
寧
末
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
長
編
』
巻
町
七
七
、
煕
寧
九
年
（
一
〇
七
六
）
八
月
己
卯
の
条
に
、

　
　
命
権
発
遣
利
州
路
転
運
判
官
・
太
子
中
主
黄
廉
、
太
常
寺
丞
王
子
紹
、
並
樹
主
峯
西
折
納
欠
負
。
…
…
傍
生
子
路
母
型
・
提
挙
司
、
応
折
壁
魁
麟
、
並
取

　
　
在
市
実
直
、
掲
榜
許
人
情
願
。
働
臨
時
量
増
価
銭
。

と
あ
り
、
欠
負
を
斜
斗
で
懸
路
さ
せ
る
に
当
た
り
、
　
「
在
市
の
実
直
」
を
取
り
、
さ
ら
に
「
時
に
臨
ん
で
飾
鑓
を
量
増
」
さ
せ
て
い
る
。

　
な
お
、
餅
斗
に
よ
る
折
納
の
際
、
折
価
を
市
価
に
よ
る
と
し
た
原
則
は
、
そ
の
後

　
　
9
諸
路
早
寝
愚
草
、
嫁
星
煕
寧
法
、
用
納
月
実
価
。
（
『
宋
会
要
』
食
貨
七
〇
、
賦
税
雑
録
、
政
和
元
年
（
一
一
一
一
）
三
月
二
十
九
日
、
戸
部
言
）

ま
た
は
、

　
　
湖
北
二
税
、
自
崇
寧
五
年
後
、
漕
司
多
不
依
煕
豊
例
、
創
行
法
折
。
　
（
同
、
同
年
四
月
六
日
、
臣
僚
言
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
あ
る
よ
う
に
、
　
「
熈
寧
の
法
」
　
「
熈
豊
の
例
」
と
呼
ば
れ
、
新
法
期
に
お
け
る
一
つ
の
新
し
い
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ま
た
、
　
「
臨
時
偏
と
は
、
具
体
的
に
は
、
豊
作
で
穀
物
の
収
穫
が
増
え
、
穀
物
価
格
が
低
落
し
て
い
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
。
収
量
の
増
加

を
利
用
し
て
欠
負
を
折
納
さ
せ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
低
落
し
た
穀
価
で
の
納
入
は
農
罠
に
不
利
な
た
め
、
市
価
に
一
定
の
上
積
み
を
し
た
折
価

が
決
め
ら
れ
る
。
し
か
し
穀
価
が
回
復
し
て
く
れ
ば
、
こ
の
措
置
は
停
止
さ
れ
る
。
煕
寧
年
十
年
（
一
〇
七
七
）
の
詔
に

　
　
方
春
民
間
乏
食
、
穀
価
稽
長
。
権
停
増
価
折
納
欠
負
、
以
候
豊
稔
。
　
（
『
長
編
』
巻
二
八
○
、
同
年
二
月
乙
酉
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
が
臨
時
の
措
置
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
煕
寧
元
豊
以
降
、
何
度
か
こ
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

　
（
四
）
　
違
法
な
折
納

　
宋
代
に
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
地
方
官
に
よ
る
違
法
な
折
納
が
行
わ
れ
た
。
違
法
な
要
急
と
し
て
は
、
折
納
を
禁
止
さ
れ
た
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⑯

物
贔
を
折
納
さ
せ
る
も
の
、
折
納
価
格
の
決
定
が
違
法
な
も
の
、
及
び
両
老
を
含
む
も
の
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
補
足
的
に
触
れ
る
に
止
め
る
。

　
北
寒
期
に
は
、
秋
苗
米
を
見
銭
で
折
納
さ
せ
た
と
い
う
理
由
で
地
方
官
を
処
罰
し
た
例
が
あ
る
が
、
秋
苗
の
風
立
は
、
残
響
（
未
納
）
部
分
の

納
入
、
運
輸
困
難
な
地
域
で
の
特
例
、
及
び
向
傷
を
理
由
と
す
る
臨
時
の
措
置
を
除
き
、
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
南
宋
で
は
何
度
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
わ
た
っ
て
禁
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
ま
た
、
納
入
す
べ
き
物
品
を
次
々
と
恣
意
的
に
変
更
し
、
そ
の
間
に
折
価
を
つ
り
上
げ
る
「
反
覆
桑
折
」
は
、
違
法
な
折
納
の
典
型
的
な
例

と
い
え
る
。
現
実
の
市
場
に
お
い
て
変
動
常
な
ら
ず
、
ま
た
同
一
市
場
圏
に
お
い
て
さ
え
高
低
の
幅
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
る
市
場
価
格
に
、

的
確
に
対
応
す
る
こ
と
は
、
藁
家
に
よ
る
統
制
を
強
化
し
、
現
場
の
官
吏
の
処
罰
規
定
を
い
か
に
整
備
し
て
み
た
所
で
、
容
易
に
保
証
さ
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
常
に
不
正
が
入
り
こ
む
余
地
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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結
び
に
か
え
で

　
宋
代
の
両
税
法
は
、
折
納
制
を
媒
介
に
し
て
そ
の
科
微
方
法
を
整
備
し
た
も
の
で
あ
り
、
市
場
価
格
に
依
拠
し
て
見
銭
及
び
他
物
に
よ
る
折

納
を
行
っ
た
。
恩
納
価
格
は
、
市
価
の
う
ち
、
中
尉
に
よ
る
も
の
、
上
価
に
よ
る
も
の
の
別
が
あ
り
、
折
納
を
行
う
理
由
や
目
的
に
よ
っ
て
異

な
っ
た
市
価
を
採
用
し
、
時
に
一
定
の
上
積
み
を
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
流
動
的
な
市
場
価
格
に
依
拠
す
る
折
納
は
、
し
ば
し
ば
地
方
官
に
よ

る
違
法
を
招
い
た
し
A
　
「
痛
心
」
額
を
基
準
に
絹
吊
を
正
税
化
し
た
江
南
諸
嬢
で
は
、
市
場
価
格
と
折
価
と
の
問
に
大
き
な
隔
た
り
が
生
じ
て

い
た
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
は
、
す
で
に
全
国
的
に
成
立
し
て
い
る
銅
銭
流
通
経
済
の
上
に
、
国
家
の
地
代
一
両
税
を
現
物
で
収
取
す
る
こ
と
を

原
則
と
し
た
科
徴
方
法
そ
れ
自
体
が
内
包
す
る
矛
盾
に
他
な
ら
な
い
。

　
折
納
に
お
け
る
事
納
が
、
山
間
僻
地
の
輸
送
の
困
難
性
、
端
数
の
処
理
な
ど
徴
税
技
術
上
の
便
法
、
或
い
は
災
傷
に
よ
る
物
資
の
欠
乏
な
ど

に
基
づ
く
、
い
わ
ば
便
宜
的
・
補
完
的
な
部
分
に
限
定
さ
れ
て
い
た
事
実
は
、
両
税
に
関
し
て
は
あ
く
ま
で
現
物
納
入
を
維
持
し
よ
う
と
し
た

宋
朝
の
姿
勢
を
示
す
も
の
で
あ
る
。



山止における両税の折納について（島居）

　
一
方
で
宋
朝
は
、
塩
課
等
の
課
利
は
別
と
し
て
も
、
身
丁
銭
や
諸
種
の
金
額
制
の
附
加
税
に
よ
っ
て
、
郷
村
か
ら
多
量
の
銅
銭
を
微
取
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
科
徴
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
郷
村
に
お
け
る
銅
銭
流
通
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
輸
送
の
困
難
を
理
由
と
し
て
銅
銭
或

い
は
銀
に
よ
る
苗
米
の
折
納
が
許
可
さ
れ
た
背
景
に
も
、
山
間
僻
地
と
い
え
ど
も
農
民
が
貨
幣
を
調
達
し
得
た
現
実
が
あ
る
。
王
代
の
両
税
科

微
に
お
け
る
折
納
は
、
現
物
納
付
を
原
則
と
し
な
が
ら
も
、
流
通
経
済
の
基
盤
の
上
に
形
成
さ
れ
る
市
場
価
格
に
依
拠
し
て
運
用
さ
れ
た
。
と

す
れ
ば
、
折
納
に
お
け
る
銭
納
も
、
そ
の
事
実
だ
け
を
も
っ
て
し
て
は
、
貨
幣
経
済
の
発
達
或
い
は
そ
の
限
界
を
計
る
指
標
と
は
な
し
得
な
い

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

①
　
東
　
夫
氏
は
第
一
章
註
③
論
文
に
お
い
て
「
出
銭
と
は
閏
税
の
理
数
で
あ
り
」

　
「
両
税
本
色
の
罪
数
は
本
色
通
り
に
銭
嵩
し
た
」
と
さ
れ
る
が
、
十
～
世
紀
以
降
、

　
「
税
銭
」
銭
納
の
事
実
は
な
い
。
ま
た
河
上
魚
礁
一
切
は
岡
田
前
掲
書
に
お
い
て
、

　
夏
税
蹉
戸
税
と
さ
れ
「
金
納
を
奨
励
さ
れ
て
い
た
」
と
さ
れ
る
が
、
銭
納
奨
励
の

　
箪
実
も
見
当
ら
な
い
。

②
　
『
淳
煕
三
山
志
』
巻
一
七
、
財
賦
類
、
歳
収
、
二
税
・
塩
役
、
夏
隣
「
皆
信
納

　
月
中
価
、
令
人
戸
輸
納
。
計
銭
二
万
六
千
七
百
五
十
貫
文
足
〔
原
註
、
見
納
中

　
価
、
毎
匹
紬
四
貫
、
稗
布
一
貫
六
百
文
、
小
麦
毎
斗
四
薫
ゴ
～
十
文
〕
」
。
中
価
と
は

　
市
価
の
平
均
値
で
あ
り
（
本
章
第
二
節
（
三
）
参
照
）
、
こ
の
銭
額
は
換
算
額
で
、

　
銭
納
を
意
味
し
な
い
。

③
前
章
註
⑯
参
照
。
ま
た
『
三
会
要
』
食
貨
七
〇
、
賦
税
雑
録
、
政
和
元
年
（
一

　
一
一
一
）
　
三
月
二
十
九
日
の
戸
部
の
言
に
よ
れ
ば
、
京
西
路
の
　
「
塩
雑
銭
」
　
の

　
折
変
は
小
麦
で
行
い
、
そ
の
折
価
は
孟
州
温
県
・
頴
送
還
陰
県
で
そ
れ
ぞ
れ
筑
二

　
文
、
三
七
文
と
定
め
て
い
た
が
、
大
観
二
年
（
一
一
〇
八
）
に
は
物
価
上
昇
に
よ

　
り
そ
れ
ぞ
れ
市
価
一
二
〇
文
、
＝
二
文
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。

④
　
周
藤
吉
之
「
｝
土
安
石
の
免
役
銭
…
徴
」
収
の
誰
問
題
」
　
（
『
宋
代
史
研
究
』
所
収
）
、

　
曾
我
部
静
雄
前
章
註
⑦
論
文
六
「
課
税
準
則
」
参
照
。

⑤
　
例
え
ば
東
一
夫
前
掲
論
文
。

⑥
新
法
期
に
華
北
を
中
心
に
実
施
さ
れ
た
方
田
均
税
法
に
お
い
て
も
「
夏
税
併
作

　
三
色
、
絹
・
小
麦
・
雑
銭
。
秋
税
併
作
両
色
、
白
米
・
無
銭
」
（
『
宋
会
要
』
食
貨

　
七
〇
、
方
田
雑
録
、
丁
寧
五
年
条
）
と
い
う
形
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
所

　
に
よ
り
秋
税
に
絹
吊
を
含
む
場
合
も
あ
る
。

⑦
『
慶
元
条
法
事
類
』
巻
四
七
、
賦
役
門
　
、
受
納
税
租
「
諸
税
租
、
非
本
土
出

　
産
、
或
歳
不
二
、
随
所
有
、
依
倉
例
折
納
〔
原
註
、
人
脈
・
馬
鞍
、
不
得
互
相
準

　
折
、
日
産
小
麦
所
、
准
許
以
梗
置
土
〕
。
其
雑
色
照
、
不
収
本
色
者
准
此
」
。

⑧
呂
陶
『
浄
徳
集
』
巻
一
、
一
具
置
場
買
茶
施
行
出
売
遠
方
不
便
詫
状
「
今
川
蜀

　
茶
園
、
軍
是
百
姓
両
税
瞬
地
、
不
出
五
穀
、
ロ
ハ
憂
製
茶
、
賦
税
一
例
折
科
」
。

⑨
　
　
『
長
編
』
巻
一
五
九
、
慶
暦
六
年
十
一
月
戊
子
「
河
曲
土
多
塩
函
、
小
民
税

　
地
、
不
生
五
穀
、
惟
刮
鹸
煎
之
、
重
壁
二
足
」
。

⑩
『
宋
会
誌
』
食
貨
七
〇
、
賦
税
雑
録
、
　
7
5
豊
四
年
四
月
二
十
一
日
詔
「
衡
州
茶

　
陵
県
、
電
燈
税
米
折
納
船
材
、
運
至
潭
州
造
船
」
。

⑪
同
、
賦
税
三
。
乾
道
五
年
七
月
二
十
五
日
、
知
紹
興
府
史
上
言
「
昨
因
経
界
法

　
行
、
宮
吏
無
智
民
之
心
、
尽
将
湖
田
作
諸
分
打
鐙
、
計
二
十
三
万
五
百
二
十
二
畝

　
有
奇
、
苗
米
総
計
八
千
八
百
七
十
石
有
望
、
夏
税
紬
絹
綿
本
色
・
折
畠
銭
共
計
一

　
万
穴
百
四
十
六
貫
有
奇
。
今
若
将
前
項
夏
鳶
紬
絹
、
折
変
改
作
苗
、
以
中
色
価
紐

　
計
、
米
三
千
二
百
一
十
七
石
二
斗
七
升
五
合
、
…
…
詔
、
紹
興
府
将
前
項
紐
計
銭
、
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葺
草
中
越
見
面
謁
米
価
直
、
口
糧
貫
文
、
九
十
九
繭
折
納
米
一
石
、
添
入
毎
年
認

　
発
湖
田
面
起
発
施
行
」
。

⑫
同
、
淳
煕
十
五
年
十
二
月
一
日
「
太
平
州
雷
、
毎
年
合
理
秋
税
数
内
燃
・
豆
二

　
項
、
本
州
不
産
、
壷
折
巌
頭
銭
」
。

⑬
『
成
淳
砒
陵
志
』
巻
＝
二
、
風
土
、
土
産
、
鳥
之
属
、
絹
「
襲
有
機
戸
善
織
、

　
号
雲
叢
絹
、
今
絶
。
応
酬
民
戸
、
歳
輸
租
網
、
皆
先
期
予
漂
陽
諸
処
魯
、
以
充
賦
」
。

⑭
団
長
『
北
山
集
』
巻
三
七
、
状
割
三
、
葦
穂
秀
州
和
買
絹
状
「
皇
国
五
年
七
月

　
十
二
日
、
州
准
聖
運
司
牒
、
准
三
司
戸
部
牒
、
准
中
耳
批
状
指
揮
簸
文
。
両
漸
転

　
運
使
奏
、
体
訪
得
、
蘇
・
秀
両
州
郷
村
、
自
前
艶
種
水
田
、
不
栽
桑
柘
。
毎
年
人

　
戸
輸
納
夏
税
物
畠
、
為
無
所
産
、
多
被
行
販
之
人
、
預
託
起
納
日
前
、
先
往
出
産

　
処
、
杭
湖
州
説
述
、
無
価
諸
職
百
姓
合
納
税
物
、
捷
価
量
売
」
。
な
お
後
文
に
よ

　
れ
ば
、
皇
祐
…
元
年
（
一
〇
四
九
）
に
三
等
戸
以
下
の
見
銭
折
納
を
許
可
し
た
が
、

　
翌
年
に
は
旧
に
復
し
て
い
る
。

⑮
『
長
編
』
巻
工
ハ
、
開
宝
八
年
（
九
七
五
）
三
月
垂
愛
蔵
「
慌
者
民
輸
租
、
其

　
練
絹
不
成
疋
者
、
率
三
戸
五
戸
合
成
疋
以
送
官
、
頗
為
煩
擾
。
自
今
紬
不
満
半

　
疋
、
絹
不
満
一
疋
者
、
計
丈
尺
輸
晶
群
」
。
藤
巻
三
五
、
淳
化
五
年
（
九
九
四
）

　
三
月
戊
辰
「
斑
所
納
夏
税
余
租
、
随
其
数
、
各
異
己
名
以
輸
、
不
得
異
理
合
抄
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
其
有
疋
吊
零
丈
尺
者
、
止
露
塵
田
上
等
価
、
折
納
繕
銭
」
。

⑯
『
長
編
』
巻
二
五
九
、
照
寧
八
年
（
一
〇
七
五
）
春
正
月
乙
卯
「
瀬
棚
、
開
封

　
府
人
戸
去
年
納
外
部
薄
層
税
、
願
納
見
銭
者
、
聴
」
。
ま
た
、
『
束
塘
集
』
一
二
、

　
僑
閣
臨
安
府
諸
県
苗
雨
漏
零
状
「
上
灘
見
、
本
府
見
催
諸
県
連
年
苗
圃
残
零
積

　
欠
、
…
…
臣
愚
欲
望
、
聖
慈
行
賞
本
州
、
将
紹
熈
元
年
諸
県
見
催
苗
米
折
銭
、
及

　
元
年
・
二
年
諸
県
見
催
物
吊
折
銭
三
項
、
尽
行
侮
閣
」
。

⑰
『
長
編
』
糞
壬
三
、
元
豊
五
年
（
一
〇
八
二
）
二
月
癸
丑
朔
「
同
点
開
封
府

　
界
諸
県
鎮
公
事
葉
混
斐
言
、
諸
県
夏
税
、
輸
納
有
期
、
方
策
埼
閣
。
続
有
旨
、
令

　
上
三
等
納
本
色
。
縁
本
色
多
口
綿
紬
絹
、
今
已
二
時
。
難
法
堂
納
銭
、
而
宮
佑
物
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
価
銭
覇
業
、
粗
豪
空
文
。
詔
、
諸
藩
糸
綿
布
齢
折
納
、
並
依
実
直
上
価
」
。

⑱
　
　
『
慶
二
条
法
事
類
』
巻
四
七
、
賦
役
門
一
、
受
納
税
租
「
諸
出
欠
井
残
零
、
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
税
蚊
成
日
、
県
以
納
月
物
畠
実
痕
中
価
、
井
折
納
法
語
示
〔
原
論
、
離
島
謂
穀
及

　
紬
絹
糸
綿
綾
羅
差
添
〕
、
聴
人
戸
祷
願
折
納
」
。

⑲
『
宋
会
要
騒
食
貨
七
〇
、
賦
税
雑
録
、
紹
興
十
六
年
（
＝
四
六
）
七
月
二
十

　
六
日
「
当
駅
遣
舘
州
洋
山
希
蝉
茸
口
、
本
州
認
発
上
供
米
麦
、
縁
地
居
由
［
僻
、
銀
於
行

　
運
、
欲
乞
権
依
主
潮
、
折
納
価
親
鍵
発
、
内
誤
納
本
色
者
聴
。
従
軍
」
。

⑳
同
、
食
貨
七
〇
、
賦
税
三
、
乾
道
元
年
（
一
工
ハ
五
）
五
月
三
日
「
認
、
江
甑

　
州
軍
毎
歳
人
戸
合
納
二
下
物
吊
等
、
内
旋
・
台
・
処
・
徽
州
係
不
通
水
路
虫
処
、

　
依
指
揮
許
人
戸
依
立
定
分
数
、
並
依
銀
折
納
」
。

⑳
　
問
、
食
貨
七
〇
、
税
（
賦
税
）
、
紹
煕
二
年
（
一
～
九
｝
）
十
月
六
日
「
知
翫

　
安
達
謝
深
甫
言
、
於
潜
・
新
城
・
昌
化
三
照
秋
苗
、
並
鱒
浦
時
価
。
断
口
優
懐
山

　
郷
人
戸
。
歳
月
綿
遠
、
浸
失
本
意
、
今
毎
石
折
価
五
貫
、
歳
峙
之
豊
漱
、
米
価
之

　
低
昂
、
一
切
不
問
、
往
往
毎
遇
楽
歳
、
民
反
画
工
」
。

⑫
　
同
、
食
貨
六
八
、
受
納
、
嘉
定
五
年
（
＝
コ
ニ
）
闘
九
月
…
　
十
二
日
「
臣
僚

　
一
署
、
霧
見
、
嘉
定
之
始
、
福
州
使
臣
以
遠
渓
県
三
州
絶
遠
、
陸
限
峻
嶺
、
海
渉
驚

　
濤
、
蝿
戸
廉
直
、
球
無
難
阻
、
講
以
本
県
歳
管
苗
額
、
悉
令
民
戸
就
県
折
価
納

　
銭
」
。

⑳
　
佐
伯
蜜
「
王
安
石
の
熱
田
法
」
（
『
中
国
史
研
究
』
一
所
収
）
第
～
節
補
註
⑦
参

　
照
。

⑳
　
『
宋
会
要
』
食
貨
七
〇
、
賦
税
雑
録
、
慶
贋
四
年
九
月
「
参
学
敷
瓦
質
昌
朝
言
、

　
用
兵
以
来
、
天
下
畏
力
士
困
。
樹
下
諸
路
無
謬
司
、
母
得
承
例
折
変
科
率
物
色
。

　
其
須
科
折
者
、
並
立
聴
裁
、
即
難
有
宣
勅
撰
三
司
露
文
、
而
於
民
不
便
者
、
亦
以

　
聞
。
従
之
」
。

（
⑳
　
問
、
慶
腰
瓢
一
年
～
二
門
月
卿
岨
「
諸
路
蕨
晶
帯
伸
司
、
凡
夏
秋
税
支
移
折
変
、
白
【
〔
今
〕
並

　
於
未
起
納
半
年
前
、
掲
膀
樋
門
之
」
。

⑳
『
慶
元
条
法
審
類
』
巻
四
七
、
賦
役
門
一
、
拘
催
税
租
「
諸
税
穣
、
県
於
起
催

　
前
両
月
、
凝
滞
開
具
毎
戸
応
納
数
単
子
。
折
変
者
、
呉
折
変
実
数
滞
納
。
処
所
令
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佐
、
分
定
郷
村
、
案
簿
点
対
畢
、
付
催
税
人
給
散
」
。

⑰
　
　
『
宋
会
要
』
食
貨
七
〇
、
賦
税
雑
録
、
黒
和
七
年
（
一
一
一
一
五
）
四
月
七
黛
詔

　
「
諸
路
転
運
司
・
常
平
司
、
行
下
州
県
、
取
索
去
年
人
戸
応
干
〔
欠
負
〕
・
晃
合
催

　
諸
税
賦
・
租
課
・
均
羅
等
、
兼
以
一
壷
《
折
納
、
傍
以
在
識
見
売
見
買
的
曜
不
甲
価
、

　
愚
問
諸
善
、
不
宇
高
擾
小
磯
、
及
抑
尚
又
擾
」
（
〔
〕
内
は
食
貨
九
に
よ
り
補
う
）
。

⑱
　
同
、
瑞
異
三
、
鰹
災
、
元
符
元
年
（
一
〇
九
八
）
十
～
月
四
日
「
戸
部
言
、
：
：

　
亦
許
上
人
捕
取
、
当
官
交
納
。
毎
虫
子
一
升
、
口
細
色
導
電
二
升
、
輔
虫
五
升
、

　
或
豊
漁
一
斗
、
各
給
一
升
。
蝿
鼠
子
多
難
得
処
、
製
糖
半
給
。
如
給
艶
色
、
並
依

　
倉
例
紐
折
、
或
給
中
等
実
直
価
銭
」
。

⑭
　
壁
代
中
人
の
機
能
に
つ
い
て
は
宮
沢
知
之
「
一
代
の
牙
人
」
（
『
東
洋
史
研
究
』

　
三
九
－
一
）
参
照
。

⑳
　
な
お
『
幽
木
会
｝
嬰
』
倉
ハ
貨
穴
四
、
匹
｛
吊
雑
録
、
嘉
祐
三
年
（
～
〇
五
八
）
十
一
一
月

　
の
詔
に
は
、
絹
吊
の
和
市
に
「
中
篇
」
の
語
が
見
え
、
同
食
貨
七
〇
、
賦
税
雑

　
録
、
嘉
祐
元
年
（
一
〇
五
六
）
九
月
の
丁
度
に
は
「
平
佑
」
の
語
が
見
え
る
。
こ

　
れ
ら
も
「
中
価
」
と
同
義
と
晃
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
『
宋
会
要
』
食
貨
七
Q
、
調
放
、
淳
化
二
年
（
九
九
～
）
十
月
詔
「
乾
州
・
鄭

　
論
評
損
夏
芝
、
…
…
除
誤
謬
全
機
外
、
其
合
納
今
夏
正
税
及
縁
納
、
乾
州
十
分
中

　
特
減
五
分
、
見
催
者
、
許
蓋
附
煮
豆
折
納
」
。
『
長
編
』
巻
一
一
四
、
景
祐
元
年

　
（
一
〇
三
四
）
閏
六
月
己
巳
「
江
南
東
路
今
年
夏
税
、
聴
民
話
祖
霊
。
以
久
雨
害

　
稼
也
」
。
『
宋
会
要
』
食
貨
七
〇
、
賦
税
雑
録
、
紹
興
三
年
（
一
；
董
）
正
月
三

　
十
日
「
三
二
嘉
言
、
本
並
置
因
兵
火
、
人
戸
去
年
秋
税
無
力
耕
種
。
欲
墓
、
行
下

　
許
本
軍
令
上
戸
送
納
本
色
、
下
戸
以
布
価
折
納
見
銭
…
…
。
融
雪
」
。

⑫
　
前
章
註
②
小
野
寺
論
文
参
照
。

⑳
　
な
お
「
川
州
」
も
漏
斗
で
折
納
さ
せ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
　
そ
の
場
合
も

　
『
宋
会
要
』
食
貨
七
〇
、
賦
税
雑
録
、
政
和
元
年
（
　
　
…
　
）
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う
　
　
カ
　
　
へ

　
の
条
に
「
両
税
雑
銭
・
短
銭
、
折
納
骨
斗
、
用
黒
月
実
価
、
此
岸
艶
之
制
也
」
と

　
い
う
よ
う
に
、
熈
蜜
・
以
降
、
市
価
に
よ
る
こ
と
と
し
た
。

⑭
　
　
『
長
編
』
補
職
八
九
、
元
豊
発
年
（
一
〇
七
八
）
夏
四
月
乙
亥
条
、
『
宋
会
要
』

　
食
貨
七
〇
、
賦
税
雑
録
、
紹
聖
元
年
（
～
〇
九
四
）
七
月
二
十
八
臼
詔
、
同
紹
聖

　
三
年
（
一
〇
九
六
）
三
月
二
十
六
日
条
、
同
年
五
月
二
十
一
日
詔
、
岡
宜
和
七
年

　
（
一
一
二
五
）
六
月
十
一
日
動
嫡
等
。

⑳
　
　
『
卵
木
A
瓜
要
』
食
ハ
貨
七
〇
、
賦
税
調
、
乾
道
一
工
年
（
一
一
六
七
）
正
日
刀
二
十
五
日

　
「
今
県
道
有
軽
羅
色
物
潮
一
例
草
聖
、
互
相
出
入
、
合
折
戸
階
納
本
色
、
不
合
折

　
者
反
輸
価
銭
」
。

＠
　
　
『
長
編
』
巻
二
～
八
、
二
念
三
年
（
一
〇
七
〇
）
十
二
翅
甲
子
「
降
知
寿
州
・

　
太
常
丞
鞠
真
卿
為
太
子
中
允
。
坐
前
任
江
西
転
運
使
抑
勒
百
姓
、
以
苗
米
訴
納

　
銭
、
劾
去
官
勿
論
特
責
之
」
。

⑰
　
不
法
は
、
多
く
豊
作
で
穀
価
が
低
落
し
た
時
に
な
さ
れ
る
。
　
『
宋
会
要
』
食
貨

　
七
〇
、
賦
税
雑
録
、
紹
興
ご
十
一
年
（
一
一
五
一
）
二
月
～
日
「
郡
県
或
囲
米
価

　
賎
、
於
輸
納
之
時
、
劫
三
三
苗
折
銭
。
欲
望
、
申
開
郡
県
軍
令
監
司
蓋
開
、
許
人

　
戸
越
訴
。
従
之
」
。
　
な
お
建
米
折
銭
を
趣
軍
ず
る
旨
の
南
郊
一
赦
が
、
紹
興
二
十
一
～
年

　
（
一
一
五
二
）
十
一
月
十
入
日
以
降
数
度
に
わ
た
っ
て
出
さ
れ
て
い
る
（
問
、
紬
賦

　
税
雑
録
）
。
ま
た
王
折
『
続
文
献
黙
考
』
巻
四
、
商
標
短
日
、
紹
定
二
年
（
一
二

　
二
九
）
詔
、
成
淳
三
年
（
一
二
六
七
）
六
月
条
も
苗
米
の
折
変
を
禁
じ
る
内
容
で

　
あ
る
。

㊥
　
　
『
宋
会
要
』
食
貨
七
〇
、
賦
税
雑
録
、
高
宗
建
干
元
年
（
一
ご
一
七
）
五
月
一

　
日
赦
「
諸
路
税
賦
、
要
論
移
折
変
、
官
司
往
往
反
覆
紐
折
。
如
合
納
見
銭
、
小
佑

　
価
値
、
直
令
輸
紬
絹
、
却
以
紬
絹
之
直
、
折
納
糸
綿
。
堅
巻
所
書
糸
雛
、
却
納
見

　
銭
群
類
、
重
心
厩
力
」
。
　
こ
の
ほ
か
、
同
宣
和
七
年
（
　
一
二
五
）
十
一
月
二
十

　
一
R
【
条
、
瞬
紹
螺
興
穴
年
（
一
＝
三
鼎
）
四
月
二
十
六
日
条
等
。
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　　　　　　　Th・oth・i・玉・・f　D・sh・d・in・　i砂留，　th・P・ev・nti6・

　　　　　　　　　　of　Landslide　and　the　Peasants　in　the　Valleys

　　　　　　　　　　　　of　the　Yodo　淀Ji［a華d　the　Yamαto大禾口Jll

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kunihiko　Mizumoto

　　A　new　system　was　founded　by　order　of　the　Shogunate／in　the　first

year　ofノ’δ勿δ貞享（1684）so　as　to　prevent　tlユe　landslide　in　the　valleys

of　the　Yodo，　the　Yamato　and　their　branches．

　　In　this　institution　eleven　daimyo－s　nearby　were　appointed　to　the

directors．　Forty　one　counties　ln　the　IYamashiro　pLf＃k　and　the　other

four　countries　were　left　to　therri　one　by　one．　The　officials　under　the

4α吻ッδs，who　were　called　as　bailiffs　or　ofHcials　of　I）oshadome，　regularly

patrolled　the　county　ander　their　charge　and　preserved　the　banks．

Under　this　system　many　villages　received　the　oMcials　of　daimybs　other

than　their　own　lords．　So　they　ltad　constant　contacts　with　the　oMclals

of　other　provinces．
　　Such　situation　made　an　epOch　in　the　history　of　rural　life　l　in　those

countries，　with　Murahαta－」’zfushin村方自普請，　the　construction　work　by

the　village　itself　in　principl¢，　with　the　reception　for　coming　o伍cials

and　with　the　obstructlon　to　the　farming　by　the　prohibition　of　weeding．

　　　　　　　Ch？一na折納of〃α％9－shui両税in　Sung宋．　Period

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kazuyasu　Shimasue

　　Many　respects　remain　to　be　explained　as　to　kow　the　method　of　tax

col至ect圭on　in　Liang－shui－fa両税法．of　Sung　Per圭od，　which　tends　to　be

the　payment　in　kind　as　compared　with　tha£・of　T’ang　Fdi．一一　Period，　was

realized．

　　This　article　clarifies　that　the　aim　of　Che－na，　substitutioRal　payment

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（766）



in　Liang－shui－fa，　was　the　payment　of　silk　goods　in　T’ang　Period，　and

then　investigates　the　transformation　of　the　tax　collection　method　in

Liang－shui－fa　from　the　late　T’ang　to　Five　Dynasties　and　the　early　Sung．

　Furthermore，　th1s　confirms　that　the　regiona！　differe．nces　between

north　and　south　since　Five　Pynasties　dissolved　and　that　the　method　of

tax　collection　in．　Liang－shui　was　fully　equipped　by　the　attempt　to　make

Hsia－shUt夏税，　summer　tax　of　siik　goods　on　a　basis　of　the　sum　of

‘Shui－ch’ien勢州’，　more　regular撫Chiang・nan－Lu江南路through　the

system　of　Che－na　from　tlie’early　Sung，　A．　D．　1000．

　Finally，　the　principle　and　the　forms　of　Che－na，　the　fixing　method　and

the　situat1on　of　money　payment　are　also　analyzed．

The　Painters　and　Their　Revival　Movement

in　the　Pain晦9　Circles　of　the　y吻ηEra元代

by

Jitsuzo　Tamura

　　The　Y笏an　era　was　the　turning　po呈nt　in　the　history　of　the　Chinese

painting．

　　The　Ptan－ti－hua院体画，　which　had　been‡he　main　cμrrent　for　about

one　hundred　years．s海ce　the．　reign　of　Hstian一麓宣和（1119－1125），　fell

into　tke　convent呈onal　mannerrism　and　Iost　vigor　rapidly　with　abolltion

of　the砺卿吻％画院in　the　middle　ofハ吻・S％㎎南宋．

　　Meanwhile，　theω伽ヲ．伽一伽α文人画，　which　aimed　at　the　sUbjective

art　of　paintiBg，　had　gradually　hit　taste　of　the　literate　since　tke　end　of

Nan－Sung．　lt　was　negligence　of　the　Chinese　culture　by　the　Yde’an　dynasty

that　promoted　the　tendency．　And　the　Chinese　literate　who　lost　the

hope　of　the　advance呈n　the　o伍cia至dom　found　a　vent　in　the　literature

and　art．

　　The　school　of　the　wenv’e“n－hua，　which　became　influential，　professed

the　revival　and　reform　movement’in　the　paintlng　circles．　lts　pioneers

are　C漉6％Hsuαn銭選，　Chao　Meng一．fa平野類and　Kao　K’o－Kung高克恭．

Succeeding　to　them，　four　prominent　painters　from　C砺α％g．辮％江南，

飾θ％9κ％㎎『z〃。％9黄公望，　Wu　O乃6％早鐘藝，　Ni　Tsava｛兇飛駅and　恥％9ノ％㎏

王蒙，accolnpl圭shed　tlleω伽ヴ2％一hua　at　the　end　of　Ydian　era．　Their

（765）




